
1

ライプニッツの法理論と「近代国際法」（一）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
法
理
論
と
「
近
代
国
際
法
」（
一
）

―
―
「
法
」・「
国
家
」・「
主
権
」・「
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
」
の
観
念
を
題
材
と
し
て
―
―＊

明　
　

石　
　

欽　
　

司

序
論

第
一
章　

予
備
的
考
察
：
国
際
法
（
史
）
研
究
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
位
置
付
け

　

は
じ
め
に

　

第
一
節　
「
国
際
法
」
関
連
文
献
及
び
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ

　
　

㈠　

一
八
世
紀
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　

㈡　

一
九
世
紀
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　

㈢　

二
○
世
紀
以
降
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

第
二
節　

国
際
法
史
研
究
者
の
視
点
か
ら
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　

㈠　

国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　
　

⑴　

一
九
世
紀
末
ま
で
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ

　
　
　

⑵　

二
○
世
紀
以
降
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　

㈡　

国
際
法
史
の
個
別
研
究
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

ま
と
め

（
以
上
、
本
号
）

第
二
章　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
法
」
観
念

　

は
じ
め
に

　

第
一
節　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
法
認
識
を
巡
る
若
干
の
特
色

　

第
二
節　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
法
観
念
の
基
本
的
構
成

　

ま
と
め
と
若
干
の
考
察

（
以
上
、
八
十
九
巻
四
号
）

第
三
章　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
家
」
観
念

　

は
じ
め
に

　

第
一
節　
「
社
会
」

　

第
二
節　

国
家
観
念
を
巡
る
諸
問
題

　

第
三
節　

国
家
の
抽
象
的
人
格
性

　

ま
と
め
と
若
干
の
考
察

（
以
上
、
八
十
九
巻
五
号
）
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序
論

　

本
稿
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（Gottfried W

ilhelm
 Leibniz: 1646-1716

）
1
（

）
の
著
作
の
国
際
法
史
に
お
け
る
意
義
の
再
評
価
を
行

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
近
代
国
際
法
学
」
に
関
連
し
得
る
諸
観
念
に
つ
い
て
彼
が
提
示
し
た
理
論
を
（
彼
の
一
定
の
論
考
か
ら
抽

出
さ
れ
得
る
範
囲
で
）
紹
介
し
、
当
該
理
論
に
対
す
る
解
釈
を
試
み
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
試
み
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
筆
者

（
明
石
）
の
次
の
よ
う
な
現
状
認
識
と
問
題
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、「
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
時
代
の
最
も
普
遍
的
な
天
才
（the m

ost universal genius

）
2
（

）」、「
最
後
の
普
遍
的
天
才

（U
niversalgenie

）
（
（

）」、
更
に
は
「
真
の
博
識
家
（om

niscient

）
4
（

）」
と
も
評
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
国
際
法
（
学
説
）

史
研
究
に
お
い
て
彼
が
考
察
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
そ
も
そ
も
、
法
学
的
見
地
か
ら
彼
の
著
作
が
分
析
・
評
価
さ
れ
る

こ
と
自
体
が
少
な
い
。
一
七
世
紀
社
会
を
多
面
的
に
捉
え
た
著
作
に
お
い
て
「
ロ
ッ
ク
と
同
様
に
、
彼
［
即
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
］

は
政
治
家
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
者
（a pam

phleteer

）、
哲
学
者
、
神
学
者
で
あ
っ
た
」
し
、「
ま
た
卓
越
し
た
歴
史
家
で
も
あ
り
、

第
四
章　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
主
権
」
理
論
―
―
“Suprem

atus

”観
念
の

分
析
を
中
心
と
し
て

　

は
じ
め
に

　

第
一
節　
「
統
治
権
」
観
念
の
錯
綜

　

第
二
節　

“Suprem
atus

”・
“sum

m
a potestas

”・
“superioritas  

territorialis

”・
“Souveraineté

”

　

第
三
節　

“Suprem
atus

”理
論
に
お
け
る
帝
国
等
族

　

第
四
節　

“Suprem
atus

”の
特
質

　

ま
と
め
と
若
干
の
考
察

（
以
上
、
八
十
九
巻
六
号
）

第
五
章　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
際
法
」
観
念

　

は
じ
め
に
：
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
欧
州
社
会
観
と
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ

ム
を
巡
る
諸
観
念

　

第
一
節　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
理
論

　

第
二
節　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
理
論
の
内
実

　

ま
と
め
と
若
干
の
考
察

結
論

（
以
上
、
八
十
九
巻
七
号
）
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極
め
て
高
度
な
数
学
者
で
も
あ
っ
た）5
（

」（
引
用
文
中
の
［　

］
は
筆
者
（
明
石
）
に
よ
る
。
以
下
同
様
。）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
欧

米
の
知
的
伝
統
の
中
で
彼
と
法
学
の
関
連
性
が
殆
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う）6
（

。

ま
た
、
よ
り
直
接
的
に
「
彼
［
即
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
］
の
法
学
的
業
績
に
は
驚
く
ほ
ど
僅
か
な
注
意
し
か
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た）7
（

」

と
指
摘
す
る
研
究
者
も
存
在
す
る
。
確
か
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
法
学
的
著
作
の
概
要
を
把
握
す
る
た
め
に
法
制
史
概
説
書
を
繙
い

て
も
、
我
々
が
知
り
得
る
の
は
極
め
て
僅
か
な
事
柄
で
し
か
な
い）8
（

。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
書
を
繙
く
場
合
で
あ
っ
て
さ
え

も
同
様
な
の
で
あ
る）（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
学
問
状
況
に
お
い
て
、
国
際
法
学
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
考
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
意

識
自
体
が
国
際
法
研
究
者
に
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
次
の
よ
う

な
経
歴
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
知
的
関
心
が
法
学
や
外
交
関
係
、
更
に
は
（
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
）「
国
際
法
学
的
問
題
」

の
解
明
に
何
ら
向
か
わ
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
一
六
四
六
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
（Leipzig

）
大
学
の
道
徳
哲
学
の
教
授
の
子
と
し
て
生
を
享
け
、
一
五
歳

で
同
大
学
に
お
い
て
法
律
学
を
学
び
、
一
六
六
七
年
に
二
一
歳
に
し
て
ア
ル
ト
ド
ル
フ
（A

ltdorf

）
大
学
法
学
部
よ
り
『
法
に
お
け

る
複
雑
な
事
案
に
つ
い
て
』（D

e casibus perplexis in jure
）
（（
（

）
と
題
さ
れ
た
論
文
に
よ
り
博
士
学
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る）（（
（

。（
そ
の
際

の
指
導
教
授
（D
oktorvater

）
が
国
際
法
理
論
史
に
お
い
て
も
頻
繁
に
そ
の
名
前
が
登
場
す
る
テ
ク
ス
ト
ル
（Johann W

olfgang 

T
extor

）
で
あ
っ
た
。）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
後
、
一
六
六
七
年
か
ら
一
六
七
二
年
に
か
け
て
、
マ
イ
ン
ツ
選
帝
侯
シ
ェ
ー
ン
ボ
ル

ン
（Johann Philipp von Schönborn

）（
同
選
帝
侯
は
帝
国
宰
相
（Erzkanzler des Reiches

）
を
も
務
め
た
。）
の
宮
廷
に
伺
候
し）（（
（

、

ま
た
一
六
七
六
年
か
ら
一
七
一
六
年
に
没
す
る
ま
で
三
代
の
ブ
ラ
オ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
＝
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
公
（
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
公
）

に
仕
え
、
こ
の
間
に
同
公
家
が
選
帝
侯
位
（
一
六
九
二
年
）
及
び
英
国
王
位
（
一
七
一
四
年
）
を
獲
得
す
る
過
程
に
参
与
し
た
の
で
あ

る
）
（（
（

。
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こ
の
よ
う
な
経
歴
を
有
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
法
や
政
治
・
外
交
に
つ
い
て
関
心
を
有
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い）（（
（

。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
彼
の
著
作
群
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
近
代
国
際
法
と
関
連
し
得
る
記
述
が
実
際
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
我
々
は
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
国
際
法
史
の
観
点
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
取
組
ん
だ
業
績
は
僅
か

で
し
か
な
い
。
勿
論
、
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
（
第
一
章
）
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
国
際
法
概
説
書

や
そ
の
他
の
国
際
法
関
連
著
作
に
お
い
て
全
く
登
場
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、（
こ
れ
も
本
稿
第
一

章
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
）
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
国
際
法
学
者
に
よ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
取
組
は
断
片
的
な
も
の
で
あ

り
、
彼
の
「
国
際
法
」
理
論
（
仮
に
「
理
論
」
と
称
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
な
ら
ば
、「
観
念
」）
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
作
業
は

全
く
試
み
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
国
際
法
学
の
関
係
が
、
そ
し
て
彼
の
「
国
際
法
」
理
論
が
、
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
論
考
が
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
消
極
的
理
由
の
み
な
ら
ず
、
積
極
的
な
、
そ
し
て
、
よ
り
一
層
重
要
な
次
の
よ
う
な
理
由
も
存
在
す
る
。
即

ち
、「
主
権
国
家
間
の
関
係
を
規
律
す
る
法
規
範
と
し
て
の
近
代
国
際
法
」
が
一
七
世
紀
中
葉
以
降
の
欧
州
国
家
間
関
係
に
妥
当
し
、

そ
の
よ
う
な
規
範
が
「
現
代
国
際
法
」
に
至
る
ま
で
直
線
的
に
発
展
し
て
き
た
と
す
る
短
絡
的
な
理
解
へ
の
疑
念
に
由
来
す
る
多
様

な
疑
問
に
対
す
る
解
答
の
端
緒
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
考
が
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
更
に
次
の
よ
う
な
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
既
に
別
稿
に
お
い
て
、
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
中
に
提
示
さ
れ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
フ
ラ
ン
ス

及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
関
係
が
、
近
代
的
な
「
主
権
国
家
の
並
存
体
制
」
と
称
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（Sam

uel Pufendorf

）
に
よ
り
「
何
か
変
則
的
で
、
怪
物
に
類
似
し
た
も
の
」（irregulare aliquod corpus et 

m
onstro sim

ile

）
（（
（

）
と
さ
れ
た
同
条
約
以
後
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
国
制
が
通
常
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
遙
か
に
強
靱
な
も
の
で
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あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た）（（
（

。
つ
ま
り
、
近
代
国
際
法
が
前
提
と
す
る
よ
う
な
中
央
集
権
的
領
域
国
家
と
し
て
の
近
代
主
権
国
家
が
欧

州
中
央
部
の
広
大
な
領
域
に
は
（
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
中
葉
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
）
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
帝
国
国
制
が
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
（
よ
り
具
体
的
に
は
、
皇
帝
及
び
帝
国
等
族
が
「
外
交
」
を
行

う
場
合
に
）、「
主
権
国
家
間
の
関
係
を
規
律
す
る
法
規
範
と
し
て
の
国
際
法
」
と
い
う
観
念
は
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

実
際
に
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
後
で
あ
っ
て
も
、
皇
帝
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
等
族
も
欧
州
外
交
の
場
に
参
加
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
彼
等
は
何
ら
の
法
的
規
律
を
も
受
け
る
こ
と
な
く
（
或
い
は
、
何
ら
の
法
的
規
律
の
必
要
性
も
認
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
）、「
外

交
」
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
或
る
程
度
の
解
答
と
な
り
得
る
も
の
が
、「
ド
イ
ツ
国
際
法
」

（teutsches V
ölkerrecht, V

ölkerrecht der T
eutschen

）
論）（（
（

で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
ド
イ
ツ
国
際
法
」
論
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
一
七
七
○
年
代
か
ら
一
七
八
○
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
一
世
紀
以
上
の
期
間
に
つ
い
て
の
理
論
的
空
白
が
存
在
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
ド
イ
ツ
国
際

法
」
論
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
そ
の
理
論
的
展
開
が
充
分
に
な
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る）（（
（

。
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
降

の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
及
び
等
族
が
関
わ
る
「
外
交
」
関
係
が
い
か
な
る
法
的
規
律
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑

問
に
対
す
る
解
答
を
よ
り
明
確
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
一
層
の
考
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
条
約
締
結
の
二
年
前
に
こ
の
世
に
生
を
享
け
、
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
欧
州
外
交
の
舞
台
で
活
躍
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論

考
が
、
そ
の
よ
う
な
考
究
の
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
筆
者
に
と
っ
て
の
「
失

わ
れ
た
環
」（the m

issing link

）
の
発
見
の
た
め
に
踏
み
込
も
う
と
し
て
い
る
対
象
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
諸
論
考
な
の
で
あ
る）（（
（

。

　

尚
、「
な
ぜ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
国
際
法
学
の
関
係
か
」
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
本
稿
に
お
け
る
筆
者
の
も
う
一
つ

の
意
図
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
か
つ
て
筆
者
が
別
稿
で
提
示
・
検
討
を
試
み
た
「
負
の
国
際
法
意
識
」
に
関
わ
る

も
の
で
あ
る）（（
（

。
当
該
別
稿
の
再
論
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
ず
に
述
べ
る
な
ら
ば
、「
負
の
国
際
法
意
識
」
と
は
次
の
よ
う
な
観
念
で
あ
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る
。

　
「
負
の
国
際
法
意
識
」
は
か
つ
て
田
中
忠
に
よ
り
提
起
さ
れ
、
し
か
し
、
十
分
に
論
理
展
開
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ

た
観
念
で
あ
る
。
大
沼
保
昭
は
こ
の
観
念
に
つ
い
て
、「
国
家
論
、
法
理
論
を
論
ず
る
う
え
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
思
想
家
が
、

十
分
な
方
法
論
的
枠
組
の
な
か
で
論
及
さ
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
」
お
ら
ず
、
ま
た
、「
こ
れ
ら
の
思
想
家
に
お
い
て
、
国
際
法
が

明
示
的
に
は
」「
一
章
な
い
し
一
節
を
費
し
て
、
あ
る
い
は
た
ま
た
ま
部
分
的
に
論
及
し
て
い
る
明
示
の
『
国
際
法
論
』
に
着
目
し
、

こ
れ
を
国
際
法
史
に
組
み
入
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
し
か
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
を
生
み
出
す
国
際
法
学
研
究
者
の

側
の
意
識
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
負
の
国
際
法
意
識
」
を
「
国
際
法
学
者
の
側
に
お
い
て
い
か
に
受
け
止
め

る
べ
き
か
と
い
う
点
に
こ
そ
、
真
の
問
題
は
隠
さ
れ
て
」
お
り
、「
換
言
す
れ
ば
、
従
来
の
国
際
法
史
が
右
の
思
想
家
を
取
り
上
げ

0

0

0

0

な
か
っ
た
こ
と
の
意
味

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」［
傍
点
強
調
は
原
著
に
よ
る
。）

（（
（

］
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
識
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
学
問
状
況
は
、
ま
さ
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
国
際
法
学
上
の
評
価
の
現
状
に
つ
い
て
妥
当
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
負
の
国
際
法
意
識
」
が
提
起
す
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
提
示
し
た

諸
理
論
に
内
在
す
る
国
際
法
学
と
の
関
連
性
と
そ
の
意
義
の
探
求
を
試
み
る
こ
と
も
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
の
筆
者
の
意
図
の
一
つ

な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
現
状
認
識
と
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
本
稿
に
お
け
る
議
論
は
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
若
干
の
留
保
事
項
が
存

在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
説
明
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

先
ず
、
こ
の
「
序
論
」
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
稿
で
試
み
ら
れ
る
事
柄
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
際
法
」
に
関

連
す
る
諸
観
念
に
つ
い
て
の
「
全
貌
」
を
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、「
彼
の
一
定
の
論
考
か
ら
抽
出
さ
れ
得
る
範
囲
で
」
の
記
述
で

し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
限
定
を
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
遺
し
た
論
考
の
公
刊
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
事
情
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が
存
在
す
る
。
即
ち
、
ド
イ
ツ
で
企
画
さ
れ
、
一
九
○
○
年
に
着
手
さ
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
全
集
（
既
刊
・
未
刊
の
全
て
の
論

考
及
び
書
簡
を
収
録
す
る
計
画
で
あ
る
。）
の
公
刊
事
業
は
最
終
的
に
一
○
○
巻
を
超
え
る
計
画
で
あ
る
が
、
同
事
業
は
二
○
四
八
年

に
完
結
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
本
（
二
○
一
五
）
年
ま
で
に
六
〇
巻
弱
が
既
刊
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
彼
が
論
じ
た

多
く
の
学
問
分
野
の
何
れ
に
つ
い
て
も
そ
の
「
全
貌
」
を
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る）（（
（

。
そ
の
よ
う
な

資
料
上
の
制
約
（
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
者
の
誰
も
が
直
面
し
た
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
彼
（
女
）
等
は
利
用
可
能

な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
に
依
拠
し
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。）
を
自
覚
し
た
上
で
（
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
）、
筆
者
が

敢
え
て
「
現
時
点
」
で
前
記
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
諸
観
念
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
前
述
の
通
り
の

国
際
法
学
の
（
更
に
は
、
法
学
一
般
の
）
観
点
か
ら
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
取
組
の
不
十
分
さ
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。

　

次
に
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
及
び
論
述
の
方
法
に
つ
い
て
も
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
遺
し
た
無

数
の
論
考
の
中
で
、「
国
際
法
学
」
は
固
よ
り
、「
法
学
」
一
般
に
関
す
る
記
述
は
断
片
的
な
も
の
が
多
数
を
占
め
る
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
本
稿
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
事
柄
に
関
わ
る
断
片
的
な
記
述
を
組
み
上
げ
る
と
い
う
作
業

が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
言
わ
ば
、「
寄
木
細
工
」（
し
か
も
、
そ
れ
は
空
隙
の
多
い
も
の
で
あ
ろ
う
。）
の
如
き
も
の
を
も
っ
て

（
し
か
も
、
前
述
の
よ
う
な
資
料
上
の
制
約
に
よ
っ
て
当
初
か
ら
全
体
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
）「
全
貌
」
で
あ

る
と
主
張
す
る
こ
と
が
、
本
稿
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
論
述
方
法
の
核
心
部
分
に
存
在
す
る
問
題
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
作
業
や
論
述
方
法
は
、
一
人
の
学
者
が
終
生
一
貫
し
た
主
張
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
前

提
が
一
個
人
の
あ
り
方
と
し
て
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う）（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
同
一

の
著
者
の
論
考
で
あ
っ
て
も
、
各
々
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
点
で
当
該
著
者
が
置
か
れ
て
い
た
社
会
的
事
情
を
斟
酌
し
て
解
釈
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
基
本
的
思
考
（
所
謂
“contextualism

”）
に
立
つ
者
か
ら
強
く
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に
現
実
政
治
の
場
で
活
躍
し
続
け
た
人
物
の
著
作
を
検
討
・
評
価
す
る
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
妥
当
す
る
で
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あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
次
の
点
に
お
い
て
、
本
稿
で
採
用
さ
れ
る
分
析
及
び
論
述
の
方
法
は
擁
護
さ
れ

得
よ
う
。
即
ち
、「
社
会
的
事
情
」
に
は
、「
当
該
個
人
の
個
別
利
益
の
実
現
」
と
い
う
事
情
と
「
当
該
個
人
が
置
か
れ
た
社
会
体

制
」
と
い
う
事
情
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
対
象
と
さ
れ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
考
に
は
彼
が
仕
え
た
マ
イ

ン
ツ
選
帝
侯
及
び
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
公
の
政
治
的
利
益
に
合
致
す
る
（
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
彼
の
主
君
と
の
関
係
が
良
好

な
も
の
と
な
る
。）
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
当
該
論
考
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
（
そ
し
て
、「
学
者
一
般
」
の
）
論
理
が
内
包
す
る
政
治
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
何
ら
か
の
意
義
は
存
在
す
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
我
々
は
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
仮
に
或
る
論
考
に
示

さ
れ
て
い
る
論
理
が
当
該
学
者
に
個
人
的
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
論
理
が
（
少
な
く
と
も
現
在
の
我
々

の
理
解
に
お
い
て
）「
社
会
科
学
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
当
時
の
社
会
の
実
態
や
構
造
を
全
く
反
映
し
な
い
も
の
で

は
あ
り
得
ず
、
当
該
論
理
に
反
映
さ
れ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
実
態
や
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
よ
り
正
確
な
歴
史
認
識
の
獲
得
に
つ

な
が
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
こ
と
は
、
個
別
の
学
者
の
政
治
性
と
い
う
、
或
る
意
味
に
お
い
て
自

明
の
事
柄
を
示
す
こ
と
よ
り
も
、
遙
か
に
大
き
な
学
問
的
意
義
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
断
片
的
記
述
に
依
拠
し
て
「
法
」、
更
に
は
「
国
際
法
」
を
巡
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
認
識
を
包
括
的
に
論
じ
尽
く
し
得
る

と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
本
稿
に
お
け
る
「
寄
木
細
工
」
に
は
空
隙
が
多
い
。）
し
か
も
、
彼
の
よ
う
な
膨
大
な
量
の
論
考
を

執
筆
し
た
（
し
か
も
そ
れ
ら
の
多
く
が
未
刊
の
ま
ま
に
残
さ
れ
た
）
人
物
に
つ
い
て
は
「
空
隙
の
多
い
寄
木
細
工
」
に
対
す
る
評
価
は
、

多
様
な
も
の
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
取
組
む
先
行
研

究
が
希
少
で
あ
る
現
状
に
お
い
て
、
た
と
え
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
も
一
定
の
研
究
成
果
を
提
示
す
る
こ
と
は
是
認
さ
れ
る
と
判

断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
本
稿
に
お
け
る
用
語
乃
至
は
邦
訳
語
に
つ
い
て
の
説
明
を
二
つ
加
え
て
お
き
た
い
。
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第
一
に
、
原
語
表
記
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
最
重
要
な
観
念
と
し
て
、「
国
際
法
」・「
国
家
」・「
主
権
」
が
挙

げ
ら
れ
得
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
言
語
（
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
及
び
ド
イ
ツ
語
）
で
著
述
活
動
を

行
っ
て
お
り
（
一
部
の
書
簡
は
イ
タ
リ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。）

（（
（

）、
各
々
の
言
語
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
観
念
を
表
現
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
現
在
の
「
国
際
法
」
に
「
系
譜
的
に
」
連
接
し
得
る
用
語
と
し
て
、
“jus gentium

”・
“le droit des gens

”・

“Völkerrecht
”が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
の
訳
出
に
際
し
て
の
訳
語
の
選
択
に
は
、
当
該
用
語
の
内
実
に
対
す
る
当

該
訳
者
の
評
価
が
常
に
伴
う
と
い
う
現
実
的
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
各
々
の
用
語
を
各
々

の
言
語
の
ま
ま
に
表
記
す
る
か
各
々
の
訳
語
に
原
語
を
括
弧
書
き
で
付
す
こ
と
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
諸
論
考
か
ら
抽
出
さ
れ
る
理
論
が
現
在
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
「
国
際
法
」・「
国
家
」・「
主
権
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
筆
者
の
判
断
を
留
保
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
に
最
終
的
な
結
論
に
至
る
ま
で
の
議
論
を

「
中
立
的
」
に
展
開
し
得
る
と
の
判
断
に
あ
る）（（
（

。

　

第
二
に
、
訳
語
の
統
一
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
訳
語
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
統
一
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
ラ
テ
ン
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ド
イ
ツ
語
の
単
語
と
日
本
語
の
単
語
の
意
味
内
容
の
非
対
称
性
（
更
に
は
、
前

三
者
間
の
非
対
称
性
）
を
理
由
と
し
て
、
文
脈
上
の
要
請
か
ら
止
む
を
得
ず
同
一
の
原
語
に
対
し
て
異
な
る
邦
訳
語
を
当
て
る
場
合

も
あ
る
。
要
す
る
に
、
訳
語
の
統
一
よ
り
も
、
内
容
の
正
確
性
が
優
先
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
邦
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

何
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
非
欧
州
言
語
を
使
用
し
て
「
国
際
法
史
」
の
研
究
成
果
を
公
表
す
る
者
の
前
に
（
そ
し
て
、

恐
ら
く
、
第
二
点
は
、
欧
州
言
語
と
非
欧
州
言
語
を
使
用
し
て
社
会
科
学
の
研
究
に
従
事
す
る
全
て
の
者
の
前
に
）
常
に
存
在
す
る
大
問
題

で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
知
的
取
組
に
挑
ん
だ
者
た
ち
が
共
通
し
て
感
得
し
て
き
た
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　　

以
上
の
よ
う
な
現
状
認
識
、
問
題
意
識
、
そ
し
て
若
干
の
留
保
に
基
づ
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
議
論
は
次
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
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先
ず
、
一
八
世
紀
以
降
の
国
際
法
概
説
書
及
び
国
際
法
史
概
説
書
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
与
え
ら
れ
て
き
た
評
価
が
確
認
さ
れ

（
第
一
章
）、
次
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
国
際
法
理
論
を
考
察
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
若
干
の
基
礎
的
観
念
、
特
に

「
正
義
」
及
び
「
法
」
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
る
（
第
二
章
）。
更
に
、「
国
際
法
」
観
念
の
構
成
要
素
と
し
て
の
「
国
家
」
及

び
「
主
権
」
を
巡
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
述
が
検
討
さ
れ
る
（
第
三
・
四
章
）。
そ
の
上
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
際
法
」
観
念
に

つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
る
（
第
五
章
）。

＊
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
略
記
一
覧

　

以
下
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
稿
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
の
論
考
を
引
用
・
参
照
す
る
際
の
当
該
論
考
の
略
記
方
法
の
一

覧
で
あ
る
。

　
「
全
集
・
著
作
集
」
に
関
し
て
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、「
全
集
」
の
み
に
依
拠
す
れ
ば
よ
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
「
序
論
」
に
お
い

て
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
全
集
刊
行
事
業
の
進
捗
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
す
る
諸
々
の
先
行
研
究
に
お
い
て
行
わ

れ
て
き
た
と
同
様
に
）
個
別
の
私
撰
著
作
集
を
も
活
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
著
作
集
に
つ
い
て
は
、
註
に
お
い
て
編

者
名
に
よ
り
示
す
こ
と
と
し
た
。

　
「
原
著
」
に
関
し
て
は
、
表
題
が
付
さ
れ
て
い
な
い
論
考
も
存
在
す
る
た
め
、
本
稿
で
引
用
・
参
照
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
考
の
全
て

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
各
論
考
の
末
尾
の
（　

）
内
の
名
称
は
本
稿
に
お
い
て
便
宜
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
略
称
で

あ
る
。

全
集
・
著
作
集

・A
kadem

ie: D
eutsche A

kadem
ie der W

issenschaften zu Berlin (H
rsg.), G

ottfried W
ilhelm

 Leibniz/ Säm
tliche 

Schriften und Briefe (A
kadem

ie-V
erlag, Berlin, 1（26- )

（
註
に
お
い
て
、
こ
の
全
集
か
ら
の
引
用
・
参
照
箇
所
は
、
系
列

（Reihe

）・
巻
（Band

）・
頁
の
順
に
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。A

kadem
ie, I, i, 1.

）

・Busche: H
. Busche (H

rsg. und übers.), G
ottfried W

ilhelm
 Leibniz: Frühe Schriften zum

 N
aturrecht (H

am
burg, 200（)



11

ライプニッツの法理論と「近代国際法」（一）

・D
utens: L. D

utens (ed.), O
pera om

nia/ G
ottfried W

ilhelm
 Leibniz ; nunc prim

um
 collecta, in classes distributa, 

praefationibus et indicibus exornata, 6 v. (Geneva, 1768) (N
achdruck, O

lm
s, H

ildesheim
, 1（8（)

（
註
に
お
い
て
、
こ
の
著

作
集
か
ら
の
引
用
・
参
照
箇
所
は
、
巻
（T

om
us

）・
部
（Pars

）・
頁
の
順
に
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。D

utens, I, 
i, 1.

）

・Foucher de Careil: A
. Foucher de Careil (éd.), Œ

uvres de Leibniz (publiées pour la prem
ière fois dʼaprès les 

m
anuscrits originaux, avec notes et introductions), 7 tom

es (Paris, 185（-1875)

・Gerhardt: C. I. Gerhardt (H
rsg.), D

ie philosophischen Schriften von G
ottfried W

ilhelm
 Leibniz, 7 Bd. (Berlin, 1875-

18（0) (N
achdruck, O

lm
s, H

ildesheim
, 1（60-1（61)

・Grua: G
. W

. Leibniz: T
extes inédits dʼaprès les m

anuscrits de la Bibliothèque Provincial de H
anovre, publiés et 

annotés par G. Grua, 2 tom
es (Paris, 1（48)

・Guhrauer: G. E. Guhrauer (H
rsg.), Leipnizʼ D

eutsche Schriften, 2 Bd. (Berlin, 18（8-1840)

・K
lopp: O

. K
lopp (H

rsg.), D
ie W

erke von Leibniz gem
äß seinem

 handschriftlichen N
achlasse in der K

öniglichen 
Bibliothek zu H

annover, （ Bd. (H
annover, 1864)

（
註
に
お
い
て
、
以
上
の
五
著
作
集
（
“Foucher de Careil

”・
“Gerhardt

”・

“Grua

”・
“Guhrauer

”・
“Klopp

”）
か
ら
の
引
用
・
参
照
箇
所
は
、
巻
（tom

e: Band: tom
us

）・
頁
の
順
に
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う

に
示
さ
れ
て
い
る
。K
lopp, I, 1.

）

・Loem
ker: L. E. Loem

ker (trans. and ed.), G
ottfried W

ilhelm
 Leibniz: Philosophical Papers and Letters, 2nd ed. 

(D
ordrecht, 1（6（)

・M
ollat: G. M

ollat (H
rsg), M

ittheilungen aus Leibnizens ungedruckten Schriften (Leipzig, 18（（) 

・Riley: P. Riley (trans. and ed.), T
he Political W

ritings of Leibniz (Cam
bridge, 1（72)

原
著

Codex: Codex iuris gentium
 diplom

aticus (16（（)

（
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
一
七
四
七
年
版
を
使
用
し
た
。）（『
類
纂
』）

Codex (Praefatio): Codicis iuris gentium
 diplom

atici praefatio (D
utens, IV

, iii, 287-（0（: K
lopp, V

I, 4（（-4（2.)

（「
序
文
」）
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（「
序
文
」
は
、
後
記
の
『
類
纂
助
言
』（M

onitum
 (Codex)

）
に
も
、
そ
の
「
第
一
論
文
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

「
第
二
論
文
」
は
『
類
纂
補
遺
』
の
序
文
（「
補
遺
序
文
」）
で
あ
る
。
但
し
、『
類
纂
』
の
一
六
九
三
年
の
初
版
及
び
（
本
稿
執
筆
に
際
し
て

使
用
さ
れ
た
）
一
七
四
七
年
版
の
何
れ
の
「
序
文
」
に
も
段
落
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
引
用
・
参
照
箇
所
の
明
確
化
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、『
類
纂
助
言
』
を
典
拠
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
序
文
」
か
ら
の
引
用
・
参
照
箇
所
は
、
本

稿
の
註
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。Codex (Praefatio) (M

onitum
 (Codex), I, i.). (D

utens, IV
, iii, 287-

288.)

）

Cogitationes: Cogitationes de iis quae juxta praesens jus gentium
 requiruntur (D

utens, IV
, iii, 4（7-502.)

（『
思
考
』）

C
ontra Severinum

: C
ontra Severinum

 de M
onzam

bano (1668-1670) (K
lopp, I, 161-16（.) (V

gl., In Severinum
 de 

M
onzam

bano (A
kadem

ie, IV
, i, 500-502.))

（『
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
批
判
』）

D
e jure et justitia: D

e jure et justitia (1677-1678?) (Grua, II, 618-621.)

（『
法
及
び
正
義
論
』）

D
e jure suprem

atus: Caesarinus Fürstenerius (Leibniz), T
ractatus de Jure Suprem

atus ac Legationis Principum
 

G
erm

aniae (1677) (D
utens, IV

, iii, （2（-4（6: K
lopp, IV

, 1-（05.)

（
但
し
、D

utens

は
第
二
（
一
六
七
八
年
）
版
を
収
め
て
い
る
。）

（『Suprem
atus

論
』）

D
e iustitia: D

e iustitia et novo codice (1678?) (Grua, II, 621-624.)

（『
正
義
論
』）

D
e justitia et jure: D

e iustitia et jure (1677-1678?) (Grua, II, 614-617.)

（『
正
義
及
び
法
論
』）

D
e scientia juris: D

e scientia juris (1677/78) (Grua, II, 614.)

（『
法
の
学
問
』）

D
e tribus gradibus: D

e tribus juris naturae et gentium
 gradibus (1678?) (M

ollat, 8-18.)

（『
三
段
階
論
』）

D
ialogue: D

ialogue entre un habile politique et un ecclésiastique dʼune piété reconnue (D
ialogue sur des sujets de 

religion) (1677) (Foucher de Careil, II, 512-546.) 
E

lem
enta: E

lem
enta juris naturalis (1670-1671?) (A

kadem
ie, V

I, i, 4（1-485.)

（『
自
然
法
の
基
礎
』）

E
ntretiens: E

ntretiens de Philarète et dʼE
ugène sur la question du tem

ps agitée à N
im

w
egue touchant le droit 

dʼA
m

bassade des E
lecteurs et Princes de lʼE

m
pire (1677) (K

lopp, III, （（（-（80.)

（『
対
談
』）

E
pistola (Burnett): Briefw

echsel zw
ischen Leibniz und T

hom
as Burnett de K

em
neh (16（5-1714) (Gerhardt, III, 14（-（2（.)
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（『
バ
ー
ネ
ッ
ト
宛
書
簡
』）

E
pistola (Conring): Briefw

echsel zw
ischen Leibniz und Conring (1670-1678) (Gerhardt, I, 15（-206.)

（『
コ
ン
リ
ン
ク
宛
書

簡
』）

E
pistola (G

raevius): Brief an Joh. G
eorg G

raevius (6./16. A
pril 1670) (A

kadem
ie, I, i, 88-（0.)

（『
グ
ラ
エ
ウ
ィ
ウ
ス
宛
書
簡
』）

E
pistola (H

obbius): Brief an H
obbes (1670-167（) (Gerhardt, I, 82-87.)

（『
ホ
ッ
ブ
ズ
宛
書
簡
』）

E
pistola (T

enzelius): E
pistola ad D

. T
enzelium

, in qua contra Pfannerum
 defenditur foedus inter Carolum

 R
egem

 
G

alliae et D
uces Saxoniae Fredericum

 atque G
uillelm

um
 an. 1444. Initum

 (D
utens, IV

, ii, 248-251.)

（『
テ
ン
ツ
ェ
リ
ウ

ス
宛
書
簡
』）

E
ssai de dém

onstrations politiques: E
ssai de dém

onstrations politiques touchant lʼélection au trône de Pologne (166（) 
(Foucher de Careil, V

I, 1-18.)
G

rundriss: G
rundriss eines Bedenkens von A

ufrichtung einer Societät in D
eutschland zu aufnehm

en der K
ünste und 

W
issenschaften (ca.1670?) (Foucher de Careil, V

II, 27-6（.)
Le Portrait du Prince: Le Portrait du Prince tiré des qualitez et des vertus heroïques de S. A

. S
m

e M
sgr. Jean Friederic 

duc de Bronsvic et de Lunebourg (ca.167（) (K
lopp, IV

, 45（-488.)

（『
肖
像
』）

M
antissa: M

antissa codicis juris gentium
 diplom

atici (H
anover, 1700)

（『
類
纂
補
遺
』）

M
antissa (Praefatio): (D

utens, IV
, iii, （0（-（28.)

（「
補
遺
序
文
」）

　
（「
補
遺
序
文
」
は
、
後
記
の
『
類
纂
助
言
』（M

onitum
 (Codex)

）
に
も
、
そ
の
「
第
二
論
文
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
前
述
の

『
類
纂
』
の
「
序
文
」
の
場
合
と
同
一
の
理
由
か
ら
『
類
纂
助
言
』
を
典
拠
と
す
る
。
ま
た
、
註
に
お
け
る
表
記
方
法
も
同
様
で
あ
る
。）

M
édiation: M

édiation sur la notion com
m

une de la justice (1702?) (M
ollat, 41-70.)

（『
省
察
』）

M
onita (Pufendorfius): M

onita quaedam
 ad Sam

uelis Puffendorfii [sic] principia (D
utens, IV

, iii, 275-28（.)

（『
忠
告
』）

M
onitum

 (Codex): G
. G

. Leibnitii de suo codice juris gentium
 diplom

atico m
onitum

 (D
utens, IV

, iii, 285-286.)

（『
類
纂
助

言
』）

　
（
こ
の
文
献
は
、
導
入
部
分
と
、
第
一
論
文
（D

issertatio I

）
及
び
第
二
論
文
（D

issertatio II

）
か
ら
成
っ
て
お
り
、
各
々
が
複
数
の
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段
落
を
含
ん
で
い
る
。
註
に
お
い
て
、
こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
、
論
文
・
段
落
の
順
に
、
例
え
ば
、
“Monitum

 (Codex), I, i.

”

の
よ
う
に
記
す
こ
と
と
す
る
。
但
し
、
導
入
部
分
に
つ
い
て
は
、
段
落
の
み
を
記
す
。）

N
otae: N

otae in tabulam
 jurisprudentiae (16（6?) (Grua, II, 801-808.)

（『
註
解
』）

N
ouveaux essais: N

ouveaux essais sur lʼentendem
ent hum

ain (1704)

（
但
し
、
公
刊
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
死
後
の
一
七
六
五
年
）

(Gerhardt, V
, （（-50（.)

（
註
に
お
い
て
、
こ
の
文
献
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
、
篇
（livre

）、
章
（chapitre

）
の
順
に
、
例
え
ば
、

“Nouveaux essais, I, i.

”の
よ
う
に
記
す
。）（『
人
間
悟
性
新
論
』）

N
ova m

ethodus: N
ova m

ethodus discendae docendaeque jurisprudentiae, ex artis didacticae principiis in parte generali 
praem

issis, experientiaeque luce (Juxta exem
plar Lipsiae &

 H
alae anno 1748. Editum

) (D
utens, IV

, iii, 15（-2（0.)

（
但

し
、
一
五
九
─
一
六
二
頁
は
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
序
文
で
あ
り
、
一
六
三
─
二
三
〇
頁
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
執
筆
部
分
で
あ
る
。）（『
法
学
新

方
法
』）

　
（
尚
、『
法
学
新
方
法
』
は
、
そ
の
一
六
六
七
年
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
版
がA

kadem
ie (V

I, 1, 261-（61.)

に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

D
uten

所
収
の
版
と
は
節
（
§）
番
号
に
相
異
が
存
在
す
る
。
本
稿
の
註
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
論
考
か
ら
の
引
用
・
参
照
箇
所
の
節
番
号

はD
uten

所
収
の
版
に
従
っ
て
い
る
。）

O
bservationes: O

bservationes de principio juris (D
utens, IV

, iii, 270-275.)

（『
法
原
理
考
察
』）

O
bservations sur le projet: O

bservations sur le projet dʼune paix perpétuelle de lʼA
bbé de St. Pierre (Foucher de Careil.

IV
, 56-60.)

（『
永
久
平
和
論
考
察
』）

Principes de la N
ature: Principes de la N

ature et de la G
race, fondés en raison (1712-1714?) (Gerhardt, V

I, 606-62（.)

（『
自
然
原
理
』）

Securitas publica: Securitas publica interna et externa (1670) (A
kadem

ie, IV
, i, 1（（-214: Foucher de Careil, V

I, 1（-252.)

（『
公
共
の
安
全
』）

Specim
en: Specim

en dem
onstrationum

 politicorum
 pro R

ege Polonorum
 eligendo (166（) (A

kadem
ie, IV

, i, （-（8: D
utens, 

IV
, iii, 522-6（0.)

（『
模
範
』）

System
a iuris: System

a iuris (16（5-16（7?) (Grua, II, 81（-8（8.)

（『
法
の
体
系
』）
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T
héodicée: E

ssais de T
héodicée sur la bonté de D

ieu, la liberté de lʼhom
m

e et lʼorigine du m
al (1710) (Gerhardt, V

I, 21-
（75.)

（『
弁
神
論
』）

T
ractatio: T

ractatio (après 16（0-16（5?) (Grua, II, 7（7-801.)

（『
考
察
』）

V
om

 N
aturrecht: V

om
 N

aturrecht (16（0-16（8) (Guhrauer, I, 414-41（.)

（『
自
然
法
論
』）

（
1
）　

“Leibniz
”は
“Leibnitz

”と
綴
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
彼
の
名
前
が
引
用
さ
れ
る
際
に
は
、
全
て
引
用
元
の
綴
り
に
従
っ

て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
彼
の
名
は
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
と
も
「
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
」
と
も
発
音
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
と
し
て
い
る
。

（
2
）　A

. E. T
aylor, Philosophical Studies (1（（4) (reprint, A

rno Press, N
ew

 Y
ork, 1（76), p.262.

（
（
）　A

. V
erdross, A

bendländische R
echtsphilosophie (W

ien, 1（58), S.12（.

（
4
）　J. M

acdonell, 

“Gottfried W
ilhelm

 von Leibnitz

”; in J. M
acdonell/E. M

anson, G
reat Jurists of the W

orld (Boston, 
1（14), p.28（.

（
5
）　G. N

. Clark, T
he Seventeenth Century, 2nd ed. (O

xford, 1（47), pp.264-265. 

本
文
引
用
部
分
は
「
哲
学
」
と
題
さ
れ
た
章

（Ibid., pp.252-26（.

）
で
登
場
す
る
。
こ
の
文
献
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
他
の
箇
所
は
「
数
学
と
科
学
」
と
題

さ
れ
た
章
の
中
に
あ
る
。（Ibid., pp.2（6 et 240.
）
因
み
に
、「
国
際
法
と
外
交
」
と
い
う
章
も
設
け
ら
れ
（Ibid., pp.124-1（（.

）、
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo Groitus

）
や
ズ
ー
チ
（Richard Zouche

）
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
な
い
。

（
6
）　

同
様
の
こ
と
は
日
本
に
お
け
る
研
究
動
向
に
も
妥
当
す
る
。
日
本
に
お
け
る
本
格
的
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
下
村
寅
太
郎
の
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
』（
初
版
一
九
三
八
年
）
で
は
、
下
村
の
専
門
領
域
で
あ
る
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
数
学
・

論
理
学
等
の
分
野
で
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
業
績
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
法
学
的
業
績
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。（
尚
、
本
稿
執

筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
も
の
を
参
照
し
た
。『
下
村
寅
太
郎
著
作
集
７
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
）
一
─
二
二

○
頁
。
ま
た
、
近
年
公
刊
さ
れ
た
次
の
文
献
で
も
同
様
で
あ
る
。
酒
井
潔
・
佐
々
木
能
章
（
編
）『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』

（
世
界
思
想
社
、
二
○
○
九
年
）。

（
7
）　R. Berkow

itz, T
he G

ift of Science: Leibniz and the M
odern Legal T

radition (Cam
bridge, M

assachusetts/London, 
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2005), p.1（.

（
8
）　

例
え
ば
、
近
世
・
近
代
欧
州
の
法
学
者
の
業
績
を
通
観
す
る
次
の
文
献
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
独
立
し
た
考
察
対
象
と
し
て

は
登
場
せ
ず
、
僅
か
に
「
コ
ラ
ム
」
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
勝
田
有
恒
・
山
内
進
（
編
著
）『
近
世
・
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
法
学
者
た
ち
―
―
グ
ラ
ー
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ま
で
―
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
○
○
八
年
）
二
一
○
頁

（
田
中
実
担
当
）。

（
（
）　

一
例
と
し
て
次
の
文
献
を
見
よ
。H

. M
itteis, D

eutsche R
echtsgeschichte, neubearbeitet von H

. Lieberich, 18., erw
. u. 

erg. A
ufl. (M

ünchen, 1（88), S.161 u. （4（.

（
10
）　A

kadem
ie, V

I, i, 2（1-256: D
utens, IV

, iii, 45-67.

但
し
、D

utens

に
は
一
六
七
二
年
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）
版
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

（
11
）　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
二
○
歳
の
時
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
大
学
法
学
部
に
博
士
学
位
請
求
論
文
を
提
出
し
た
が
、
学
位
授
与
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
彼
の
年
齢
（
当
時
の
同
大
学
で
の
博
士
号
取
得
者
は
通
常
三
○
歳
以
上
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
若
年
に
過
ぎ

る
と
の
理
由
で
学
位
授
与
を
拒
否
さ
れ
た
。）
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
文
献
に
お
い
て
は
、
同
学
部
の
学

部
長
夫
人
の
不
興
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
買
っ
た
と
の
説
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。R. A

riew
, 

“G. W
. Leibniz, Life and W

orks

”; in N
. 

Jolley (ed.), T
he Cam

bridge Com
panion to Leibniz (Cam

bridge, 1（（5), p.20.

（
12
）　

マ
イ
ン
ツ
の
宮
廷
に
伺
候
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
マ
イ
ン
ツ
選
帝
侯
の
宰
相
で
あ
っ
た
ボ
イ
ネ
ブ
ル
ク
（Johann Christian 

von Boineburg (Boyneburg)

）
の
知
遇
を
得
た
結
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ア
ル
ト
ド
ル
フ
大

学
か
ら
の
勧
誘
を
受
け
て
い
た
が
、
当
時
の
帝
国
内
で
（
更
に
は
、
欧
州
に
お
い
て
も
）
政
治
的
影
響
力
を
有
し
た
こ
の
人
物
と
の
交
流

に
よ
っ
て
、
大
学
で
は
な
く
政
治
実
務
の
世
界
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
下
村
、
前
掲
書
、
二
四
─
二
七
頁
。A

riew
, 

op.cit., p.21.

（
1（
）　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
伝
記
と
し
て
は
、
次
の
三
著
が
（
古
く
は
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
）
優
れ
て
い
る
。G. E. Guhrauer, 

G
ottfried W

ilhelm
 Freiherr von Leibnitz: E

ine Biographie, 2 Bd. (Breslau, 1842): K
. Fischer, G

ottfried W
ilhelm

 
Leibniz: Leben, W

erke und Lehre (H
eidelberg, 1（02): G. Stam

m
ler, Leibniz (M

ünchen, 1（（0).

ま
た
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

経
歴
を
法
学
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
次
の
文
献
が
あ
る
。H

.-P. Schneider, Justitia U
niversalis: 
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Q
uellenstudien zur G

eschichte des christlichen N
aturrechts bei G

ottfried W
ilhelm

 Leibniz (Frankfurt a. M
., 1（67) 

(im
 Folgenden zitiert als 

“Justitia U
niversalis

”), S.27-117.
（
14
）
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
法
と
政
治
（law

 and politics

）
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
中
心
的
関
心
事
項
で

あ
っ
た
。
法
律
家
と
し
て
訓
練
さ
れ
た
彼
は
、
法
学
及
び
法
哲
学
の
主
題
に
終
生
の
関
心
を
維
持
し
た
。
実
際
的
経
世
家

（politician
）・
外
交
官
・
政
治
家
（statesm

an

）
と
し
て
の
、
そ
し
て
数
多
の
学
問
的
・
科
学
的
企
図
の
組
織
者
と
し
て
の
彼
は
、
力

の
世
界
に
つ
い
て
の
感
覚
と
統
治
及
び
国
家
に
つ
い
て
の
理
解
（
そ
れ
ら
は
数
多
の
著
作
と
彼
の
書
簡
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。）
を
獲
得

し
た
。
し
か
し
、
形
而
上
学
者
及
び
数
学
者
と
し
て
の
彼
の
業
績
を
特
徴
付
け
る
並
外
れ
た
創
造
的
独
創
性
は
、
我
々
が
こ
こ
で
関
心
を

寄
せ
る
分
野
で
は
欠
如
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
は
逆
の
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
る
主
張
は
、
法
及
び
政
治
に
関
す

る
第
一
級
の
思
想
家
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
を
収
め
て
こ
な
か
っ
た
。
基
本
的
に
奇
抜
な
洞
察
は
何
ら
彼
に

帰
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。」C. J. Friedrich, 

“Philosophical Reflection of Leibniz on Law
, Politics, and the State

”, N
atural 

Law
 Forum

, vol.X
I (1（66) (hereafter referred to as 

“Philosophical Reflection

”), p.7（.

（
15
）　Severinus de M

onzam
bano [Sam

uel Pufendorf], D
e Statu Im

perii G
erm

anici (1667) (N
achdruck, K

. Zeum
er 

(H
rsg.), Q

uellen und Studien zur V
erfassungsgeschichte des D

eutschen R
eichs in M

ittelalter und N
euzeit, Bd. III 

(W
eim

ar, 1（10)), c.V
I, 

§（.

こ
の
よ
う
な
「
怪
物
に
類
似
し
た
」
存
在
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
或
る
著
作
の
冒
頭
で
、「
ド
イ
ツ
は
も

は
や
国
家
で
は
な
い
」（D

eutschland ist kein Staat m
ehr

）
と
し
た
の
は
一
八
○
二
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。G. W

. F. H
egel, D

ie 
V

erfassung D
eutschlands (1802) (G. W

. F. H
egel, Frühe Schriften,W

erke I (Frankfurt a. M
., 1（86)), S.461.

（
16
）　

拙
著
『
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
─
─
そ
の
実
像
と
神
話
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
○
○
九
年
）。

（
17
）　
「
ド
イ
ツ
国
際
法
」
論
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
見
よ
。
柳
原
正
治
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
諸
領
邦
の
国
際
法
上
の
地
位
を
め
ぐ

る
一
考
察
―
―
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
理
論
状
況
を
中
心
と
し
て
」
松
田
保
彦
・
山
田
卓
生
他
（
編
）『
国
際
化
時
代
の
行
政
と
法

（
成
田
頼
明
先
生
横
浜
国
立
大
学
退
官
記
念
）』（
良
書
普
及
会
、
一
九
九
三
年
）
六
八
二
頁
：
同
「
い
わ
ゆ
る
〈
ド
イ
ツ
国
際
法
〉
論
を

め
ぐ
る
一
考
察
」
柳
原
正
治
（
編
）『
国
際
社
会
の
組
織
化
と
法
（
内
田
久
司
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
八

一
―
一
一
五
頁
。

（
18
）　
「
ド
イ
ツ
国
際
法
」
を
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
書
は
多
く
な
い
。
カ
ン
プ
ツ
（K

arl A
lbert von K

am
ptz

）
に
よ
る
一
八
世
紀
末
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の
国
際
法
関
連
文
献
の
目
録
に
は
九
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。K

. A
. von K

am
ptz, N

eue Literatur des V
ölkerrechts 

von 1784 bis 1794 (Berlin, 1817) (N
eudruck, A

alen, 1（65), S.56-58.

ま
た
、「
ド
イ
ツ
国
際
法
」
論
の
代
表
的
学
者
の
一
人
と
評

価
さ
れ
て
き
た
ギ
ュ
ン
タ
ー
（K

arl Gottlob Günther

）
自
身
も
、「
帝
国
等
族
の
相
互
間
の
、
そ
し
て
他
の
欧
州
諸
国
に
対
す
る
多

様
な
関
係
は
そ
れ
に
対
応
す
る
使
節
権
の
固
有
の
考
究
に
値
し
た
」
が
「［
そ
の
よ
う
な
考
究
は
］
殆
ど
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」

と
し
て
、
帝
国
等
族
固
有
の
対
外
的
規
範
の
存
在
を
認
識
し
、
そ
の
考
究
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
た
。K

. G. Günther, G
rundriß 

eines europäischen V
ölkerrechts nach V

ernunft, V
erträgen, H

erkom
m

en und A
nalogie, m

it A
nw

endung auf die 
teutschen R

eichsstände (Regensburg, 1777), S.56-57.

（
1（
）　

こ
こ
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
記
述
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
些
か
個
人
的
な
事
情
に
つ
い
て
も
記
す
こ
と
を
お
許
し
願

い
た
い
。
筆
者
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
著
作
に
取
組
む
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
関
す
る
拙
著
の
脱
稿
と
同
時
に

生
じ
て
い
た
疑
問
に
対
す
る
解
答
の
端
緒
を
与
え
て
く
れ
た
人
物
と
の
偶
然
の
出
会
い
（「
出
会
い
」
は
常
に
「
偶
然
」
で
あ
る
が
）
で

あ
る
。
当
該
拙
著
の
脱
稿
時
に
発
生
し
始
め
て
い
た
疑
問
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
会
議

に
際
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
使
節
が
「
主
権
」（Souveraineté

）
と
い
う
文
言
乃
至
観
念
を
講
和
条
約
の
中
で
使
用
す
る
こ
と
を
主

張
し
た
（
そ
し
て
、
そ
の
主
張
は
執
拗
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。）
の
に
対
し
て
、
皇
帝
側
は
こ
れ
に
頑
強
に
抵
抗
し
、
最
終

的
に
こ
の
文
言
乃
至
観
念
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
一
六
四
八
年
以
降
の
帝
国
に
お
い
て
「
主
権
」
観
念
は

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
（
そ
し
て
、
や
が
て
は
受
容
さ
れ
）
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
を
模
索
し
て
い
た
時
期

に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
に
よ
る
或
る
著
作
の
出
版
計
画
（
そ
れ
は
最
終
的
に
次
の
作
品
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。B. 

Fassbender/A
. Peters, et al. (eds.), T

he O
xford H

andbook of the H
istory of International Law

 (O
xford, 2012).

同
著
の

中
で
の
筆
者
の
担
当
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
“Japan and Europe

” (pp.724-74（) and 

“Cornelius van Bynkershoek (167（-
174（)

” (pp.1110-111（).

）
に
沿
っ
た
会
合
（
そ
れ
は
ス
イ
ス
の
或
る
閑
静
な
都
市
で
開
催
さ
れ
た
「
合
宿
」
と
も
称
す
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。）
で
出
会
っ
た
人
物
が
、
本
稿
中
で
も
幾
度
か
引
用
・
参
照
さ
れ
て
い
る
文
献
（J. E. N

ijm
an, T

he Concept of 
International Legal Personality: A

n Inquiry into the H
istory and T

heory of International Law
 (T

he H
ague, 2004).

）

の
著
者
で
あ
る
ネ
イ
マ
ン
（Janne Elisabeth N

ijm
an

）
博
士
で
あ
っ
た
。
同
博
士
か
ら
彼
女
自
身
の
博
士
論
文
の
内
容
の
説
明
を
受

け
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
、
そ
の
中
で
国
際
法
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
関
係
も
語
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
来
ラ
イ
プ
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ニ
ッ
ツ
の
論
考
を
読
み
進
め
、
僅
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
「
主

権
」
理
論
を
巡
る
状
況
が
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
本
稿
執
筆
の
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
20
）　

拙
稿
「
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
に
よ
る
『
国
際
法
』
理
論
構
築
の
試
み
と
そ
の
挫
折
（
一
）
─
─
啓
蒙
期
国
際
法
理
論
研
究

の
手
掛
か
り
と
し
て
」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
七
七
巻
第
八
号
（
二
○
○
五
年
）（
以
下
、「
ル
ソ
ー
（
一
）」
と
す
る
。）
七
― 

八
頁
及
び
註（
（（
）・（
40
）。

（
21
）　

大
沼
保
昭
「
序
」
同
（
編
）『
戦
争
と
平
和
の
法
』（
東
信
堂
、
一
九
八
七
年
）
五
頁
及
び
一
四
頁
註（
7
）。

（
22
）　

ブ
シ
ェ
（H

ubertus Busche

）
に
よ
れ
ば
、
七
万
五
○
○
○
点
に
及
ぶ
学
術
的
な
手
稿
と
一
万
五
○
○
○
点
も
の
書
簡
が
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
遺
稿
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。Busche, Einleitung, S.X

II.

（
2（
）　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
も
、
思
想
的
転
換
の
跡
が
看
取
さ
れ
る
。
本
稿
第
二
章
第
一
節
㈠
⑵
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼

の
神
学
的
及
び
法
学
的
な
思
考
は
、
当
初
の
主
意
主
義
的
な
も
の
か
ら
後
に
主
知
主
義
的
な
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
24
）　

例
え
ば
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
公
は
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
講
和
会
議
中
の
一
六
七
五
年
に
自
身
の
使
節
が
皇
帝
や
諸
国
王
の
、
或
い
は
少
な
く

と
も
選
帝
侯
や
イ
タ
リ
ア
の
諸
君
主
の
使
節
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
る
た
め
の
努
力
を
重
ね
て
お
り
、
そ
の
主
張
の
た
め
の
法
的
及
び
歴

史
的
根
拠
の
提
出
を
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
要
請
し
、
そ
れ
に
応
え
た
も
の
が
『Suprem

atus

論
』
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。H

. 
Steiger, 

“Suprem
at

─A
ußenpolitik und V

ölkerrecht bei Leibniz

”; in F. W
eiderbeck/I. D

ingel/W
. Li (H

rsg.), U
m

w
elt 

und W
eltgestaltung: L

eibnizʼ politisches D
enken in seiner Zeit (Göttingen, 2015) (im

 Folgenden zitiert als 

“Suprem
at

”), S.1（7.

（
25
）　

酒
井
潔
「
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
」、
酒
井
・
佐
々
木
（
編
）、
前
掲
書
、
一
九
四
頁
。

（
26
）　

尚
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
用
語
に
お
い
て
、
“jus gentium
”に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
“jus civile

”が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語

の
邦
訳
語
と
し
て
は
「
市
民
法
」・「
国
内
法
」・「
国
家
法
」
等
々
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
国
家
法
」
で
統
一
す
る
。
何

故
な
ら
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
正
義
及
び
法
論
』
に
お
い
て
、
“jus civile

”に
次
の
よ
う
な
定
義
を
与
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
“Ius 

civile est quod civitati placuit.

” De justitia et jure. (Grua, II, 615.)
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第
一
章　

予
備
的
考
察
：
国
際
法
（
史
）
研
究
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
位
置
付
け

は
じ
め
に

　

本
章
で
は
、
国
際
法
学
の
歴
史
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
確
認
が
試

み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
即
ち
、「
国
際
法
」
学
に
関
連
し
得
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
諸
理
論
の
考
察
を
試

み
る
本
稿
に
と
っ
て
、
国
際
法
（
研
究
者
）
の
側
が
彼
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
（
或
い
は
、
受
容
し
な
か
っ
た
の
か
）

を
確
認
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
史
研
究
総
体
の
中
で
の
本
稿
の
意
義
を
確
認
す
る
た
め
の
必
須
の
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
章
は
本
稿
全
体
の
予
備
的
考
察
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
下
、
本
章
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
活
動
の
末
期
で
あ
る
一
八
世
紀
初
頭
以
降
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
と
一
九
世
紀
以
降
の

国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
評
価
を
確
認
し
（
第
一
節
）、
国
際
法
史
研
究
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
評
価
を
国
際

法
史
概
説
書
と
個
別
の
国
際
法
史
関
連
論
考
に
区
分
し
て
行
う
（
第
二
節
）。

第
一
節　
「
国
際
法
」
関
連
文
献
及
び
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

㈠　

一
八
世
紀
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

一
八
世
紀
前
半
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
（Cornelius van Bynkershoek
）
の
三
つ
の
「
国
際
法
」
関
連
著
作
、
即
ち
、『
海
洋
領
有
論）（（
（

』、

『
使
節
裁
判
権
論）（（
（

』
及
び
『
公
法
の
諸
問
題）（（
（

』
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
見
出
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の

影
響
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
そ
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
法
学
新
方
法
』（
一
七
四
八
年
版
）
の
序
文）

（（
（

を
執
筆
し
た
）
ヴ
ォ
ル
フ

（Christian W
olff

）
は
、『
科
学
的
方
法
に
よ
り
演
繹
さ
れ
た
国
際
法）（（
（

』
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
な
い
「
国
際
法
」
関
連
文
献
は
一
八
世
紀
後
半
に
も
見
ら
れ
、
例
え
ば
、
モ
ー
ザ
ー
（Johann Jacob 

M
oser

）
の
『
平
時
欧
州
国
際
法
要
理）（（
（

』
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（Em

er de V
attel

）
は
、
彼
の
主
著
『
国
際
法）（（
（

』
の
公
刊
（
一
七
五
八
年
）
以
前
の
一
七
四
一
年

に
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
体
系
の
弁
護
』（D

éfense du systèm
 leibnizien

）
を
上
梓
し
て
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
著
作
に
親
し
ん
で

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。『
国
際
法
』
に
お
い
て
は
、
本
文
中
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
『
類
纂
』
と
共
に
登
場
し
、
更
に
註
に

お
い
て
同
書
所
収
の
二
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
本
文
中
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
の
典
拠
と
し
て
『
類
纂
』
が
註
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る）（（
（

。
同
様
に
、
無
主
地
の
国
家
に
よ
る
先
占
に
関
す
る
記
述
に
関
連
し
て
、
註
で
二
つ
の
教
皇
教
書
が
紹
介
さ

れ
て
お
り
（
一
四
九
三
年
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
も
の
と
一
四
五
四
年
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
五
世
教
皇
の
も
の
で
、
前
者
の
引
用
は
か
な
り

長
い
。）、
そ
の
典
拠
が
『
類
纂
』
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
以
上
は
何
れ
も
『
類
纂
』
を
事
例
の
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
有
物
の

私
人
へ
の
譲
渡
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
、
註
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
見
解
が
『
類
纂
』
の
「
序
文
」
か
ら
引
か
れ
て
い
る
箇

所
）
（（
（

が
あ
り
、
こ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
論
的
側
面
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
箇
所
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
『
国
際
法
』
に
お
け
る
場
合
と
同
様
に
、
マ
ル
テ
ン
ス
（Georg Friedrich von M

artens

）
の
『
条
約
と
慣
習

に
基
づ
く
実
定
欧
州
国
際
法
入
門
』
に
お
い
て
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
複
数
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
本
文
中

で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
と
の
関
連
で
註
に
『
類
纂
』
が
登
場
し
て
い
る
箇
所）（（
（

や
註
で
条
約
集
と
し
て
『
類
纂
』

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
箇
所）（（
（

（
以
上
は
何
れ
も
同
書
の
序
論
（Einleitung
）
に
登
場
す
る
。）、
ま
た
註
で
『
類
纂
』
の
「
序
文
」
が
示
さ

れ
る
な
ど
し
て
い
る
。
但
し
、
マ
ル
テ
ン
ス
は
『
類
纂
』
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、『Suprem

atus

論
』
に
も
言
及）（（
（

し
て
お
り
、
こ
れ

が
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
と
の
比
較
に
お
い
て
異
な
る
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
を
行
う
「
国
際
法
」
関
連
文
献
は
少
数
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。

但
し
、
そ
こ
で
引
用
又
は
参
照
さ
れ
て
い
る
文
献
は
殆
ど
の
場
合
に
お
い
て
『
類
纂
』
な
の
で
あ
る
。



22

法学研究 88 巻 11 号（2015：11）
　

㈡　

一
九
世
紀
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

一
九
世
紀
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
に
つ
い
て
も
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
状
況
と
大
き
く
異
な
る
こ

と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
一
九
世
紀
を
通
じ
て
殆
ど
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
す
る
叙
述
は
見

出
さ
れ
得
ず）（（
（

、
ま
た
、
彼
の
名
が
登
場
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
国
際
法
文
献
一
覧
」
の
よ
う
な
箇
所
で
『
類
纂
』
の
み
が
挙
げ

ら
れ
る
国
際
法
概
説
書
が
若
干
存
在
す
る
程
度
な
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
「
国
際
法
文
献
一
覧
」
に
お
け
る
『
類
纂
』
の
取
扱
い
と
い
う

点
に
関
連
さ
せ
る
な
ら
ば
、
同
世
紀
初
頭
に
公
刊
さ
れ
た
ザ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト
（Friedrich Saalfeld

）
の
『
実
定
国
際
法
便
覧
』
は
、

彼
へ
の
関
心
の
欠
如
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
同
書
中
に
は
「
公
文
書
、
資
料
及
び
条
約
の
集
成
」
の

一
覧
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
デ
ュ
モ
ン
（Jean D

um
ont (D

u M
ont)

）
が
編
纂
し
た
条
約
集
や
ル
ッ
セ
（Jean Rousset de 

M
issy

）
に
よ
る
も
の
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
類
纂
』
は
登
場
し
て
い
な
い
の
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
若
干
詳
し
い
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
概
説
書
も
存
在
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
前

半
の
著
作
で
は
、
例
え
ば
、
一
八
一
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
シ
ュ
マ
ル
ツ
（T

heodor von Schm
alz

）
の
『
欧
州
国
際
法
八
篇）（（
（

』
に
お

い
て
は
、「
欧
州
国
際
法
」
の
形
成
過
程
に
関
す
る
章
（
第
二
篇
第
三
章
）
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
共
に
登
場
す
る
が
、
そ
こ
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
慣
習
国
際
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
や
「
国
際
法
学
を
巡

る
諸
々
の
作
業
を
容
易
に
す
る
た
め
」
の
条
約
集
の
最
初
の
作
成
者
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
同
書
巻
末
の
「
欧

州
国
際
法
文
献
一
覧
」（Bibliographie du droit des gens européen

）
の
中
の
「
条
約
集
」
の
項
目
の
冒
頭
に
『
類
纂
』
と
『
類

纂
補
遺
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

　

カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン（Carl Baron Kaltenborn von Stachau

）の
概
説
書
に
お
い
て
も
、「
実
定
国
際
法
の
淵
源
集
（Quellensam

m
lungen

）」

と
題
さ
れ
た
節
の
中
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
最
初
の
よ
り
包
括
的
な
集
成
」（das erste um

fassendere Sam
m

elw
erk

）
で
あ
る

『
類
纂
』
を
一
六
九
三
年
に
公
刊
し
、
続
い
て
一
七
○
○
年
に
『
類
纂
補
遺
』
を
公
刊
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
カ
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ル
テ
ン
ボ
ル
ン
は
こ
れ
ら
の
条
約
集
が
「
外
交
的
に
不
正
確
（diplom

atisch ungenau

）
で
あ
り
、
純
粋
に
国
内
法
上
の
資
料
を
多

く
含
ん
で
い
る
」
と
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る）（（
（

。

　

カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
の
概
説
書
と
同
程
度
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
行
わ
れ
て
い
る
文
献
が
ク
リ
ュ
ー
バ
ー
（Johann 

Ludw
ig K

lüber
）
の
一
八
二
一
年
公
刊
の
概
説
書
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
本
文
中
で
各
著
者
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
本

文
に
関
係
す
る
文
献
が
各
節
（
§）
の
註
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
は
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
の
国
家
連
合

（Staatenbund

）
と
い
う
構
想
を
述
べ
た
者
と
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
共
に）（（
（

、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
理
論
が
紹
介
さ
れ
た
後
に

そ
の
反
対
者
と
し
て
ラ
ッ
ヘ
ル
（Sam

uel Rachel

）
等
と
共
に）（（
（

、
条
約
集
の
編
纂
者
と
し
て
リ
ュ
ー
ニ
ッ
ヒ
（V

on J. C. Lünig

）

に
続
い
て）（（
（

、
各
々
登
場
す
る
。
更
に
、
主
権
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
そ
の
正
当
化
が
国
家
の
政
治
的
（
影
響
）
力
に
依
存
し
な
い

旨
が
本
文
で
論
じ
ら
れ
た
箇
所
の
註
と
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
れ
に
依
存
す
る
と
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ）（（
（

、
ま
た
、
元
首

（Regenten

）
が
外
国
領
域
内
に
平
和
的
に
滞
在
で
き
る
と
い
う
意
味
で
の
域
外
性
（Exterritorialität

）
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
自

然
国
際
法
」（das natürlicheV
ölkerrecht
）
に
属
す
る
と
す
る
者
が
先
行
し
て
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
者
と
し
て

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
バ
ル
ベ
イ
ラ
ッ
ク
（Jean Barbeyrac

）
等
と
共
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（『Suprem

atus

論
』）
が
紹
介
さ
れ
て

い
る）（（
（

。

　

一
八
三
六
年
に
そ
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
る
ホ
ィ
ー
ト
ン
（H

enry W
heaton

）
の
『
国
際
法
要
論）（（
（

』
で
は
二
箇
所
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
名
前
が
登
場
す
る
。
そ
の
一
つ
で
は
、「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
功
利
性
の
原
則
（the principle of utility

）
の
中
に
自
然
国
際
法

（the N
atural Law

 of N
ations

）
の
淵
源
を
求
め
た
な
ら
ば
、
疑
念
の
余
地
な
く
、
彼
は
よ
り
成
功
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ

た
上
で
、「
同
原
則
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
り
曖
昧
に
提
示
さ
れ
、
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
（Cum

berland

）
に
よ
っ
て
明
確
に
表
明

及
び
採
用
さ
れ
、
更
に
そ
れ
に
続
く
殆
ど
全
て
の
著
者
に
よ
っ
て
、
国
際
道
徳
の
試
金
石
（the test of international m

orality

）

と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
他
の
箇
所
で
は
、「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
諸
国
家
の
黙
示
的
合
意
に
よ
っ
て
設
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定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
意
思
法
（voluntary law

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
」
と
し
、『
類
纂
』
の
「
序
文
」
が
英
訳
さ
れ
、
引

用
さ
れ
て
い
る
。（
但
し
、
そ
の
英
訳
は
必
ず
し
も
正
確
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る）

（（
（

。）

　

更
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
著
作
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。
先
ず
、
ハ
レ
ッ
ク
（H

enry W
. H

alleck

）
の
概
説

書
に
お
い
て
は
、「
歴
史
の
素
描
」（H

istorical Sketch

）
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
哲
学
及
び
法
に
関
す
る
膨
大
な
著
作
の
著

者
」
で
あ
っ
た
が
、「
国
際
法
学
に
関
す
る
完
成
さ
れ
た
論
文
を
何
ら
残
さ
な
か
っ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
国
際
法
学
に
関
す
る

彼
の
見
解
は
、
就
中
、『
類
纂
』
中
に
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
一
八
八
四
年
公
刊
の
ロ
リ
マ
ー
（Jam

es 

Lorim
er

）
の
概
説
書
で
は
計
三
箇
所
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
の
二
箇
所
で
は
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
国
際
法
学
へ
の
貢
献
（
但
し
、
具
体
的
な
貢
献
内
容
の
記
述
は
な
い
。）
が
、
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の
経
歴
（his 

philosophical career

）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ）（（
（

、
ま
た
、
彼
が
「
調
和
」（harm

ony

）
の
観
念
の
下
で
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の
統
合
を
説
い
た
が
、
そ
の
思
想
を
完
全
に
体
系
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
旨
が
指
摘
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
彼
の
思
想
家
と
し

て
の
貢
献
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
残
る
一
箇
所
で
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
意
思
法
（jus voluntarium

）
観
念
を
巡
る
問
題
点

が
論
じ
ら
れ
た
後
に
、
ロ
リ
マ
ー
の
執
筆
当
時
に
ト
レ
ン
デ
ー
レ
ン
ブ
ル
ク
（A

dolph T
rendelenburg

）
に
よ
り
公
刊
さ
れ
た
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
法
に
関
す
る
未
公
刊
断
章
の
紹
介
が
行
わ
れ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
以
上
に
国
際
法
の

実
定
法
化
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
、
更
に
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
の
間
で
確
か
に
同
意
で
き
る
範
囲
を
発
見
す

る
こ
と
を
妨
げ
た
の
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
退
屈
さ
に
対
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
忍
耐
の
欠
如
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
自
身

が
時
々
意
思
法
（jus voluntarium

）
と
い
う
不
幸
な
表
現
を
使
用
し
続
け
、
そ
の
こ
と
が
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
脅
か
し
、
彼
の

追
従
者
を
誤
り
へ
と
導
い
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

以
上
の
他
、
一
八
七
一
年
以
降
漸
次
四
巻
（
但
し
、
第
四
巻
は
国
際
私
法
を
扱
っ
て
い
る
。）
が
公
刊
さ
れ
た
フ
ィ
リ
モ
ア
（Sir 

Robert Phillim
ore

）
の
概
説
書
の
第
二
版
で
は
、
少
な
く
と
も
五
箇
所
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
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は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、「
国
際
法
の
法
源
」
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
る
中
で
、
彼
の
所
論
が
紹

介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、「
宗
教
と
国
家）（（
（

」
や
ロ
ー
マ
教
皇
の
国
際
的
地
位）（（
（

と
い
っ
た
問
題
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
も
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
し
て
い
る
。
更
に
、
戦
争
が
条
約
の
効
力
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
議
論）（（
（

や
国
際
公
法
に
関
す
る
結
論
部
分）（（
（

で

も
彼
の
著
作
か
ら
の
引
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
の
三
箇
所
は
『
類
纂
』
又
は
そ
の
「
序
文
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　

㈢　

二
○
世
紀
以
降
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

二
○
世
紀
を
迎
え
る
と
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
そ
れ
以
前
に
も
増
し
て
稀
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
即
ち
、
同
世
紀
初
め
に
公
刊
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
（John W

estlake

）
（（
（

）、
ロ
ー
レ
ン
ス
（T

hom
as J. Law

rence

）
（（
（

）、
ハ
ー

シ
ー
（A

m
os S. H

ershey

）
（（
（

）
等
の
各
々
の
概
説
書
に
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
全
く
見
出
さ
れ
ず
、
ま
た
、
一
九
○
五
年
公

刊
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（Lassa F. L. O

ppenheim

）
の
概
説
書
で
は
、
条
約
集
の
一
覧
の
中
に
『
類
纂
』
と
『
類
纂
補
遺
』
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず）（（
（

、
戦
間
期
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
フ
ェ
ン
ウ
ィ
ッ
ク
（Charles G. Fenw

ick

）
（（
（

）、
ア
ン
ツ
ィ
ロ
ッ
テ
ィ

（D
ionisio A

nzilotti

）
（（
（

）
の
概
説
書
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
は
見
出
さ
れ
な
い
。
更
に
、
戦
間
期
（
一
九
二
八
年
）
に
そ
の
初

版
が
上
梓
さ
れ
た
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
（Jam

es L. Brierly
）
の
概
説
書
は
第
二
次
大
戦
後
の
改
訂
版
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が

見
ら
れ
な
い）（（
（

。
こ
の
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
の
著
作
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
大
半
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
前
が
登
場
す
る
国
際
法
概
説
書
も
、
僅
か
で
は
あ
る
が
、
存
在
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
ベ
ル
バ
ー
（Friedrich Berber

）
の
そ
れ
で
は
、「
国
際
法
の
法
源
」
に
関
す
る
記
述
に
お
け
る
「
条
約
及
び
外
交
文
書

の
集
成
」
中
の
「
重
要
な
私
撰
条
約
集
成
」
の
冒
頭
に
『
類
纂
』
と
『
類
纂
補
遺
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
ハ
イ
デ

（Friedrich A
ugust Freiherr von der H

eydte

）
は
、「
国
際
法
学
の
発
展
」
の
中
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
期
：
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
か



26

法学研究 88 巻 11 号（2015：11）

ら
ヨ
ハ
ン
・
ヤ
ー
コ
プ
・
モ
ー
ザ
ー
ま
で
」
に
お
い
て
、「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
重
要
な
弟
子
及
び
後
継
者
」
と
し
て
、
ト
マ
ジ

ウ
ス
（Christian T

hom
asius

）
と
共
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
を
挙
げ
て
い
る）（（
（

。（
但
し
、
本
稿
に
お
け
る
検
討）

（（
（

か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
よ
う
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る
。）
ま
た
、
ソ
ー
レ
ン
セ
ン

（M
ax Sørensen

）
が
編
者
と
な
っ
た
概
説
書
に
お
い
て
は
、「
国
際
法
の
歴
史
的
起
源
」
の
中
で
、
ト
ル
コ
に
対
す
る
欧
州
或
い
は

キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
防
衛
が
、
一
四
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
末
ま
で
の
「
ダ
ン
テ
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ま
で
」
の
著
作
の
精
神
で
あ
る

旨
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
み
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
し
て
い
る）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
二
○
世
紀
以
降
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
ま

た
、
彼
の
名
が
登
場
す
る
国
際
法
概
説
書
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
扱
い
は
次
の
二
つ
に
大
別
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
及
び
ベ
ル
バ
ー
の
よ
う
に
、『
類
纂
』
及
び
『
類
纂
補
遺
』
の
編
者
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
紹
介
す
る
も
の
で

あ
り
、
他
は
、
ハ
イ
デ
及
び
ソ
ー
レ
ン
セ
ン
の
よ
う
に
、
国
際
法
史
の
或
る
文
脈
の
中
で
付
随
的
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
を
挙
げ
る

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
取
扱
い
状
況
に
比
較
し
た
場
合
、
国
際
法
史
概
説
書
や
国
際
法
史
関
連

の
専
門
研
究
で
は
何
ら
か
の
相
異
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節　

国
際
法
史
研
究
者
の
視
点
か
ら
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

㈠　

国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

⑴　

一
九
世
紀
末
ま
で
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

本
節
で
は
、
先
ず
、
一
九
世
紀
末
ま
で
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
す
る
記
述
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
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一
七
九
五
年
に
公
刊
さ
れ
、
国
際
法
史
概
説
書
の
嚆
矢
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ワ
ー
ド
（Robert W

ard

）
の
著
作
『
ギ
リ
シ

ア
及
び
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
期
ま
で
の
欧
州
に
お
け
る
国
際
法
の
基
盤
と
歴
史
の
探
究）（（
（

』
に
お
い
て
は
、
そ
の

表
題
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
論
述
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ピ
ュ
ッ
タ
ー

（K
arl T

h. Pütter

）
の
著
作
『
国
際
法
史
及
び
学
術
論
文
集
』
で
は
、
少
な
く
と
も
五
箇
所）（（
（

で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
す
る
が
、

そ
れ
ら
は
何
れ
も
「
中
世
国
際
法
史
」
に
関
す
る
記
述
の
中
の
註
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
四
箇
所
は
『
類
纂
』
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
一
九
世
紀
末
に
上
梓
さ
れ
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
（T

hom
as A

. W
alker

）
の
『
国
際
法

史
』
に
お
い
て
は
、
中
世
に
お
け
る
ロ
ー
マ
教
皇
と
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
が
共
に
国
際
的
仲
裁
者
と
な
る
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と
と
の

関
連
で
、
仮
に
教
皇
（H

ildebrand

）
の
理
想
が
実
現
し
た
と
し
た
な
ら
ば
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
な
理
論
家
の
熱
望

（aspiration

）
を
満
足
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
、
全
く
の
傍
論
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ

ら
の
著
作
と
は
異
な
り
、
一
八
四
一
年
に
そ
の
仏
語
初
版
が
上
梓
さ
れ
る
ホ
ィ
ー
ト
ン
の
『
欧
州
国
際
法
発
展
史）（（
（

』
の
英
語
初
（
一

八
四
五
年
）
版）（（
（

で
は
二
箇
所
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
彼
の
著
作
に
関
す
る
実
質
的
な
議
論
が
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
内
の
一
箇
所
で
は
、
先
ず
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
理
論
の
問
題
点
を
ホ
ィ
ー
ト
ン
自
身
が
示
し
た
後
に
、「
こ
れ

ら
の
［
ホ
ィ
ー
ト
ン
が
提
示
し
た
］
欠
点
が
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
を
『
不
充
分
な
法
律
家
で
あ
り
、
哲
学
者
で
は
全
く
な
い
人
物
』

（V
ir parum

 jurisconsultus, et m
inim

e philosophus

）
と
し
た
と
さ
れ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
厳
し
い
評
価
を
殆
ど
正
当
な
も
の
と

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
た
上
で
、『
忠
告
』
の
論
述
を
約
一
頁
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
［
プ
ー
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
理
論
に
関
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
］
見
解
は
彼
の
同
時
代
人
の
幾
人
か
に
よ
り
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
対
し
て
与

え
ら
れ
た
過
度
の
賞
賛
と
は
著
し
い
対
比
を
な
す
」
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
批
判
に
関
す
る

部
分
に
続
い
て
、
ホ
ィ
ー
ト
ン
は
、（「
生
き
て
い
る
人
間
を
教
育
す
る
た
め
に
ロ
ー
マ
の
死
語
［
即
ち
、
ラ
テ
ン
語
］
で
［
学
者
達
が
］
著

述
し
た）

（（
（

」
と
い
う
）
当
時
の
ド
イ
ツ
の
学
問
状
況
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
ト
マ
ジ
ウ
ス
は
公
開
講
義
に
お
け
る
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教
育
の
た
め
に
ド
イ
ツ
語
を
初
め
て
使
用
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
哲
学
的
議
論
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
用
し
た
」
と
述
べ
、
そ

こ
か
ら
更
に
約
一
頁
に
わ
た
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
法
理
論
を
紹
介
し
て
い
る）（（
（

。

　

他
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
、
領
事
の
免
除
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
公
使
（public 

m
inisters

）
に
認
め
ら
れ
る
免
除
が
領
事
に
も
拡
大
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
が
記
述
し
た
時

点
で
は
若
干
の
疑
義
が
存
在
し
た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
に
つ
い
て
肯
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
更
に
、
註
に
お
い

て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
領
事
が
自
国
民
に
管
轄
権
を
行
使
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
慣
行
（usage

）
を
根
拠
に
、
領
事
自
身
は

領
域
国
の
管
轄
権
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
ま
で
の
国
際
法
史
概
説
書
（
勿
論
、
そ
の
よ
う
な
分
類
に
直
接
的
に
該
当
す
る
著
作
の
総
数
は
僅
少
で
あ

る
。）
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
は
、
必
ず
し
も
多
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
、
国
際
法
学
史
の
観
点
か
ら
の
彼
へ

の
関
心
は
、
そ
の
当
時
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
彼
へ
の
関
心
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
二
○
世
紀
以
降
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
扱
わ
れ
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

⑵　

二
○
世
紀
以
降
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

先
ず
、
二
○
世
紀
初
頭
に
ピ
レ
（A

ntoine Pillet

）
を
編
者
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
国
際
法
理
論
史
の
基
本
文
献
で
、
個
別
の
著
述

家
を
各
々
の
担
当
者
が
扱
っ
た
も
の）（（
（

に
お
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
個
別
の
論
述
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
国
際
法
史
概
説
書
も
存
在
し
て
い
る）（（
（

。

　

ま
た
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
紹
介
の
さ
れ
方
は
極
め
て
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
典
型
が
、『
国
際
公
法
百
科
』
に
お
け
る
「
国
際
法
史
：
一
六
四
八
年
か
ら
一
八
一
五
年
ま
で
」
と
題
さ
れ
た



2（

ライプニッツの法理論と「近代国際法」（一）

項
目
を
担
当
し
た
フ
ェ
ロ
ス
タ
（Stephan V

erosta

）
に
よ
る
記
述
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
本
文
中
で
「
一
般
的
条
約
集
」

（general treaty collections

）
の
一
つ
と
し
て
『
類
纂
』
を
挙
げ
、
同
項
目
末
尾
に
付
さ
れ
た
文
献
目
録
中
で
『
類
纂
』
と

『Suprem
atus

論
』
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
は
、
ツ
ィ
ー
ク
ラ
ー
（K

arl-H
einz Ziegler

）

の
著
作
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
彼
の
『
国
際
法
史
』
で
は
、
国
家
実
行
集
成
及
び
条
約
集
の
紹
介
の
中
で
『
類
纂
』
及

び
『
類
纂
補
遺
』
が
登
場
す
る
箇
所）（（
（

の
み
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
す
る
若

干
の
実
質
的
評
価
を
伴
う
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
最
も
標
準
的
な
国
際
法
史
概
説
書
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
ヌ
ス
バ
オ
ム
（A

rthur N
ussbaum

）
の
『
国
際
法
要
史
』
に
お
い
て
も
看
取
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
同
書
に
お
い
て
は
、
一

八
世
紀
に
お
け
る
条
約
集
編
纂
活
動
の
先
駆
的
事
例
を
論
ず
る
中
で
、
そ
の
筆
頭
に
「
一
六
九
三
年
に
多
才
の
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
彼
の
『
類
纂
』
の
公
刊
を
開
始
し
た
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、「
そ
れ
は
最
初
の
、
そ
し
て
必
然
的
に
不
完
全
な
、
試

み
と
な
っ
た）（（
（

」
と
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
同
書
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
唯
一
の
言
及
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
条
約
集
」
の
嚆
矢
と
な
る
『
類
纂
』（
及
び
『
類
纂
補
遺
』）
の
編
者
と
し
て
の

位
置
付
け
が
な
さ
れ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
一
九
世
紀
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
と
同
様
に
、
二
○
世
紀
以
降
に
お
い
て
も
国
際
法
史
研
究
者
の
間
で
は
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
（
国
際
）
法
理
論
は
一
定
の
学
問
的
関
心
の
対
象
で
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、『
類
纂
』（
及
び
『
類
纂
補
遺
』）
の
編
者
と

し
て
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
「
国
際
法
」
関
連
の
理
論
に
つ
い
て
も
論
じ
る
国
際
法
史
概
説
書
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ト
ゥ
ル

ヨ
ル
＝
イ
＝
セ
ラ
（A

ntonio T
ruyol y Serra

）
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
い
て
は
、
二
箇
所
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
条
約
集
作
成
の
推
進
者
と
な
っ
た
と
さ
れ
つ
つ
、『
類
纂
』
と
『
類
纂
補
遺
』

が
紹
介
さ
れ）（（
（

、
他
の
箇
所
で
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
関
す
る
記
述
の
中
で
、
彼
の
哲
学
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
フ
ォ
カ
レ
ッ
リ
（Carlo Focarelli

）
の
国
際
法
史
概
説
書
で
は
、「
ア
メ
リ
カ
発
見
か
ら
ナ
ポ
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レ
オ
ン
戦
争
ま
で
」
の
時
期
を
扱
う
第
二
章
に
お
い
て
「
集
団
安
全
保
障
」（sicurezza collettiva

）
が
論
じ
ら
れ
る
中
で
、
サ

ン
＝
ピ
エ
ー
ル
師
（abate di Saint-Pierre

）
の
『
永
久
平
和
論
』（Projet pour rendre une paix perpétuelle en E

urope

）
が
紹

介
さ
れ
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

以
上
の
諸
著
作
に
比
較
し
て
、
よ
り
詳
細
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
国
際
法
史
概
説
書
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が

あ
る
。
先
ず
、
ゴ
リ
エ
（D

om
inique Gaurier

）
の
著
作
に
お
い
て
は
、
条
約
集
作
成
者
の
筆
頭
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
挙
げ
ら
れ
る）（（
（

と
共
に
、
永
久
平
和
に
関
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
所
論
が
三
頁
に
わ
た
っ
て
比
較
的
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
の
際
に
、『
類

纂
』
の
「
序
論
」
と
『Suprem

atus

論
』
の
み
な
ら
ず
、
一
通
の
書
簡）（（
（

か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
、
他
の
類
書
と
比
較

し
て
の
ゴ
リ
エ
の
著
作
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
グ
レ
ー
ヴ
ェ
（W

ilhelm
 G. Grew

e

）
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
い
て
は
、
合
計
四
箇
所
（
本
文
中
三
箇
所
、
註
の
中
で
一

箇
所
）
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
、
第
二
部
「
諸
民
族
間
の
法
（Ius inter gentes

）：
ス
ペ
イ
ン
時
代

の
国
際
法
秩
序
（
一
四
九
四
―
一
六
四
八
年
）」
の
第
二
章
「
国
際
法
共
同
体
の
基
礎
：
欧
州
の
同
族
的
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
（D

ie 

christlich-europäische V
ölkerfam

ilie

）」
の
中
で
、
十
字
軍
の
観
念
が
一
六
・
一
七
世
紀
に
も
存
続
し
て
い
た
と
さ
れ
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
安
全
保
障
の
た
め
に
論
じ
た
対
ト
ル
コ
戦
争
に
つ
い
て
の
主
張
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
次
に
、
第
三

部
「
欧
州
公
法
（D

roit public de lʼEurope

）：
フ
ラ
ン
ス
時
代
の
国
際
法
秩
序
（
一
六
四
八
―
一
八
一
五
年
）」
の
第
二
章
「
国
際
法

共
同
体
の
基
礎
：
欧
州
の
勢
力
均
衡
、
王
朝
の
連
帯
、
植
民
地
拡
大
」
の
中
で
、
註
に
お
い
て
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
思
想
に
対
す
る
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
と
ヴ
ォ
ル
フ
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
同
章
の
本
文
中
で
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」（Christenheit

）
と
「
欧

州
」
と
い
う
二
つ
の
観
念
の
統
合
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
旨
が
論
じ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
更
に
、
第
三
部
第
五
章
「
法

規
則
の
形
成
：
自
然
法
と
国
家
理
性
」
中
で
、
国
際
法
学
に
お
け
る
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
派
」
乃
至
「
折
衷
派
」
に
属
す
る
学
者
と
し

て
ヴ
ォ
ル
フ
及
び
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
と
共
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
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更
に
、
ラ
イ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
（Ernst Reibstein

）
の
国
際
法
思
想
史
概
説
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
四
章
（「
啓
蒙
と
後
期
古
典

派
」）
で
「
有
名
な
哲
学
者
」
で
あ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
際
法
」
理
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
の
自

然
法
と
正
義
に
関
す
る
議
論
に
続
き
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
際
法
―
―
よ
り
正
確
に
は
、
第
二
の
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム

（jus gentium
 secundarium

）
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
［
即
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
］
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
的
な
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
・

ウ
ォ
ル
ン
タ
ー
リ
ウ
ム
（jus gentium

 voluntarium

）
と
同
一
視
す
る
―
―
の
法
的
性
質
」
を
巡
る
議
論
が
紹
介
さ
れ
、『
法
原
理

考
察
』
か
ら
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）（（（
（

。
尚
、
ラ
イ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
多
数
の
国
際
法
研
究
者
を
動
員
し
て
編
ま
れ

た
『
国
際
法
辞
典
』
の
中
の
「
欧
州
国
際
法
の
時
代
（
一
六
四
八
年
か
ら
一
八
一
五
年
ま
で
）」
と
題
さ
れ
た
項
目
の
末
尾
に
付
さ
れ

た
文
献
一
覧
に
お
い
て
、『Suprem

atus

論
』、『
類
纂
』（
但
し
、『
類
纂
補
遺
』
を
含
む
も
の
と
し
て
い
る
。）
及
び
『
忠
告
』
を
挙
げ

て
い
る）（（（
（

。

　

㈡　

国
際
法
史
の
個
別
研
究
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　

本
章
の
最
後
に
国
際
法
史
関
連
の
よ
り
専
門
的
な
個
別
研
究
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
検
証
し
た
い
。

　

先
ず
、
一
九
四
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（J. W

alter Jones

）
の
「
国
際
法
学
者
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
と
題
さ

れ
た
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
著
作
を
基
に
彼
の
諸
理
論
が
内
包
す
る
「
国
際
法
学
」
的
な
諸

側
面
を
紹
介
し
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
シ
ュ
レ
ッ
カ
ー
（Paul Schrecker
）
は
一
九
四
七
年
に
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
国
際
法
の
諸
原
則
：

こ
の
哲
学
者
の
生
誕
三
○
○
周
年
に
寄
せ
て
」
と
題
さ
れ
た
論
考
を
公
刊
し
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
、
題
名
か
ら
期
待
さ
れ
る
国
際

法
学
的
視
点
か
ら
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
論
の
分
析
は
必
ず
し
も
中
心
的
課
題
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
国
際
法
学
に
関
わ
る
叙

述
は
殆
ど
が
『
類
纂
』
に
基
づ
い
て
い
る
（
そ
の
他
に
は
『
永
久
平
和
論
考
察
』
に
関
わ
る
論
述
が
若
干
含
ま
れ
て
い
る
。）
た
め
、
読
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者
を
学
術
的
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。（
し
か
も
、
註
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
検
証
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の

印
象
を
読
者
に
与
え
る
結
果
を
招
く
で
あ
ろ
う）

（（（
（

。）
以
上
の
他
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
国
際
法
学
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
は
な

い
が
、
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
（Carl J. Friedrich

）
の
一
九
六
六
年
の
論
考
で
あ
る
「
法
、
政
治
及
び
国
家
に
関
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
哲
学
的
省
察
」
は
、
本
稿
の
論
点
や
視
点
と
合
致
す
る
部
分
が
あ
り
、
国
際
法
史
研
究
に
関
わ
る
論
考
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る
べ

き
著
作
と
な
っ
て
い
る）（（（
（

。

　

更
に
、
国
際
法
史
研
究
専
門
書
の
中
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
触
れ
て
い
る
も
の
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
と
し
た
い
。
先
ず
、
柳
原
は

次
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
観
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
『
類
纂
』
の

「
序
文
」
の
他
、「
い
く
つ
か
の
小
篇
の
な
か
で
、
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
概
念
を
論
じ
て
い
る
」
こ
と
、
彼
が
「
法
を
上
位
者
の

命
令
と
定
義
す
れ
ば
、
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
・
ヴ
ォ
ル
ン
タ
ー
リ
ウ
ム
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
、
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
主
意
主
義
を
は
っ
き
り
と
批
判
」
し
て
い
る
こ
と
、
彼
に
よ
れ
ば
「
自
然
法
は
神
の
泉
か
ら
流
れ
出
る
、
人
間
本

性
の
永
遠
的
法
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、「
意
思
法
は
『
慣
習
に
よ
り
受
容
さ
れ
た
か
、
上
位
者
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
』
も
の
」
で

あ
っ
て
、「
後
者
が
国
法
」、「
前
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
・
ヴ
ォ
ル
ン
タ
ー
リ
ウ
ム
」
及
び
「
も
ろ
も
ろ
の
人

民
の
黙
示
の
合
意
に
よ
り
受
容
さ
れ
た
」
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
か
な
り
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

に
類
似
し
た
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
・
ヴ
ォ
ル
ン
タ
ー
リ
ウ
ム
論
を
展
開
し
た
」
も
の
の
、「
そ
の
叙
述
は
、
き
わ
め
て
限
定
的

な
か
た
ち
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
そ
の
た
め
、
か
れ
の
理
論
が
、
哲
学
の
面
で
は
弟
子
に
あ
た
る
ヴ
ォ
ル
フ

を
含
め
て
、
後
世
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

ま
た
、
フ
ェ
ル
ゼ
イ
ル
（Jan H

endrik W
illem

 V
erzijl

）
は
、
彼
の
一
連
の
著
作
『
歴
史
的
見
通
し
に
お
け
る
国
際
法
』
の
第

二
巻
（『
国
際
法
人
格
』）
に
お
い
て
、「
管
見
の
限
り
で
は
、『
国
際
人
格
』（international person

）
又
は
『
国
際
法
主
体
』（the 

subject of international law

）
と
い
う
専
門
用
語
を
最
初
に
用
い
た
の
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
り
、
彼
は
既
に
彼
の
『
類
纂
』
の
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「
序
文
」
に
お
い
て
そ
れ
を
使
用
し
た
の
で
あ
る）（（（
（

」
と
の
指
摘
を
行
い
、
続
い
て
、『
類
纂
』
の
「
序
文
」 

か
ら
の
引
用
を
行
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
フ
ェ
ル
ゼ
イ
ル
が
提
起
し
た
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
国
際
法
主
体
理
論
」
と
い
う
問
題
に
関
連
す
る
業
績
で
あ
る

『
国
際
法
人
格
の
概
念
：
国
際
法
の
歴
史
及
び
理
論
の
探
究
』
を
著
し
た
ネ
イ
マ
ン
は
、
同
書
の
中
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
論
の
紹

介
に
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
て
い
る）（（（
（

。
以
上
の
他
、
豊
田
は
、
七
名
の
ド
イ
ツ
の
宮
廷
顧
問
官
の
「
国
際
法
」
理
論
に
つ
い
て
論

じ
た
著
作
の
中
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
つ
い
て
の
論
述
に
一
章
を
割
い
て
い
る）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
史
研
究
者
に
と
っ
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
一
定
の
関
心
の
対
象
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
本
（
二
○
一

五
）
年
に
は
、（
二
○
一
三
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
と
し
て
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
政

治
や
社
会
科
学
に
関
わ
る
諸
側
面
を
扱
う
論
考
を
収
め
た
論
文
集
が
公
刊
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
同
論
文
集
所
収
の
若
干
の
論
考

は
国
際
法
史
研
究
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に
、
シ
ュ
タ
イ
ガ
ー
（H

einhard Steiger

）
の
論
考
は
、
本
稿
で

も
重
要
な
考
察
対
象
と
さ
れ
て
い
る
“Suprem

atus

”観
念
を
中
心
と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
外
交
及
び
「
国
際
法
」
に
関
わ
る
諸

理
論
を
考
察
し
て
お
り
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

ま
と
め

　

以
上
で
論
じ
ら
れ
た
事
柄
か
ら
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

　

一
九
世
紀
末
ま
で
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
頻
繁
な
こ
と
で
は
な
く
、

二
○
世
紀
以
降
に
は
稀
な
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
言
及
の
殆
ど
に
お
い
て
、『
類
纂
』
と
関
連
付
け
て
「
最
初

の
条
約
集
編
纂
者
と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
国
際
法
」
理
論
全
般
に
対
す

る
評
価
は
見
出
さ
れ
得
な
い
。

　

国
際
法
史
研
究
者
に
と
っ
て
は
、（
全
く
彼
に
言
及
し
な
い
国
際
法
史
概
説
書
も
存
在
す
る
も
の
の
）
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
或
る
程
度
の
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研
究
対
象
で
あ
り
続
け
て
き
た
と
言
い
得
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
は
従
前
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
「
最
初
の
条
約
集
編
纂
者

と
し
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
と
い
う
評
価
の
み
な
ら
ず
、（「
国
際
法
」
の
「
法
源
」
及
び
「
法
主
体
」
等
の
）
個
別
理
論
に
踏
み
込
ん

だ
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
の
「
国
際
法
」
理
論
を
彼
の
著
作
全
般
（
勿
論
、
前
述
の
よ
う
な
彼
の
著
作
・
書
簡
全
集

の
刊
行
状
況
に
あ
っ
て
は
、「
全
て
」
を
尽
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。）
は
言
う
に
及
ば
ず
、
法
学
関
係
著
作
全
般
に
つ
い
て
も
考
察

の
対
象
と
す
る
先
行
研
究
は
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
27
）　C. van Bynkershoek, D

e dom
inio m

aris dissertatio (1702).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、『
国
際
法
古
典
叢
書
』（T

he 
Classics of International Law

）（hereafter referred to as 

“The Classics

”）（N
ew

 Y
ork, 1（2（

）
所
収
の
一
七
四
四
年
（
ラ

イ
デ
ン
）
版
を
参
照
し
た
。

（
28
）　C. van Bynkershoek, D

e foro legatorum
 tam

 in causa civili, quam
 crim

inali, liber singularis (1721).

本
稿
執
筆
に

際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
七
四
四
年
（
ラ
イ
デ
ン
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/London, 1（46).

（
2（
）　C. van Bynkershoek, Q

uaestionum
 juris publici libri duo, quorum

 prim
us est de rebus bellicis, secundus de rebus 

varii argum
enti (17（7).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
七
三
七
年
（
ラ
イ
デ
ン
）
版
を
参
照
し
た
。T

he 
Classics (O

xford/London, 1（（0).

（
（0
）　D

utens, IV
, iii, 157-162.

（
（1
）　Ch. W

olff, Ius gentium
 m

ethodo scientifica pertractatum
 (174（).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一

七
六
四
年
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/London, 1（（4).

（
（2
）　J. J. M

oser, G
rundsätze des europäischen V

ölkerrechts in Frieden-Zeiten (H
anau, 1750).

（
（（
）　E. de. V

attel, Le droit des gens; ou, principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations 
et des souverains (1758) (T

he Classics (W
ashington, D

.C., 1（16)). 
註
に
お
け
る
引
用
・
参
照
箇
所
の
記
載
は
、
篇
（Livre

）・

章
（Chapitre

）・
節
（
§）
で
あ
る
。

（
（4
）　Ibid., I, v, 67.
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（
（5
）　Ibid., I, xii, 155.

（
（6
）　Ibid., I, xviii, 208.

（
（7
）　Ibid., I, xxi, 262.

（
（8
）　G. F. von M

artens, E
inleitung in das positive europäische V

ölkerrecht auf V
erträge und H

erkom
m

en gegründet 
(Göttingen, 17（6), S.12 u. 1（.

（
（（
）　Ebenda, S.14, A

nm
.(b)

（
40
）　Ebenda, S.25, A

nm
.(e): S.20（, A

nm
.(f).

（
41
）　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
言
及
が
見
出
さ
れ
な
い
国
際
法
概
説
書
の
若
干
の
例
を
以
下
に
挙
げ
る
（
発
行
年
順
）。A

. W
. A

. W
. 

H
effter, D

as europäisches V
ölkerrecht der G

egenw
art (Berlin, 1844): A

. Polson, Principles of the Law
 of N

ations, 
w

ith Practical N
otes and Supplem

entary E
ssays on the Law

 of Blockade and on Contraband of W
ar (London, 1848): 

R. W
ildm

an, Institutes of International Law
, 2 vols. (London, 184（-1850): J. T

. A
bdy (ed.), K

entʼs Com
m

entary on 
International Law

 (Cam
bridge, 1866): J. C. Bluntschli, D

as m
oderne V

ölkerrecht der civilisierten Staten (N
ördlingen, 

1868)

（
尚
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
次
の
文
献
に
お
い
て
は
か
な
り
詳
細
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
政
治
理
論
を
紹
介
し
て
い
る
。J. C. 

Bluntschli, G
eschichte des allgem

einen Statsrechts und der Politik: Seit dem
 sechzehnten Jahrhundert bis zur 

G
egenw

art (M
ünchen, 1864), S.1（5-15（.

）: E. S. Creasy, First Platform
 of International Law

 (London, 1876): T
h. 

Funck-Brentano/A
. Sorel, Précis du droit des gens (Paris, 1877): W

. H
. H

all, International Law
 (O

xford, 1880): Idem
, 

A
 T

reatise on International Law
, （rd ed. (O

xford, 18（0): T
h. A

. W
alker, T

he Science of International Law
 (London, 

18（（): T
. J. Law

rence, T
he Principles of International Law

 (London/N
ew

 Y
ork, 18（5).

ま
た
、
国
際
法
の
歴
史
に
関
連
す

る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
次
の
文
献
に
お
い
て
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
名
は
見
出
さ
れ
な
い
。E. N

ys, E
tudes de droit international 

et de droit politique, 2 tom
es (Bruxelles/Paris, 18（6).

（
42
）　See, e.g., L. Levi, International Law

 w
ith M

aterials for a Code of International Law
 (London, 1887) (reprint, 

Elibron Classics, Boston, M
ass., 200（), p.7.

（
4（
）　Fr. Saalfeld, H

andbuch des positivenV
ölkerrechts (T

übingen, 18（（), S.12-1（.
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（
44
）　T

h. von Schm
alz, D

as europäische V
ölkerrecht in acht Büchern (Berlin, 1817).

但
し
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
同
書

の
仏
語
版
（Le droit des gens européen (traduit par L. de Bohm

) (Paris, 182（)

）
に
依
拠
し
た
。

（
45
）　Ibid., pp.26-27.

（
46
）　Ibid., p.2（（.

（
47
）　C. B. K

altenborn von Stachau, K
ritik des V

ölkerrechts (Leipzig, 1847), S.64.
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